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自立支援・介護予防のための地域包括ケアシステム

1出典：平成２８年３月 地域包括ケア研究会報告書より

（国及び地方公共団体の責務）

第五条 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状

態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関す

る施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予

防」といった専門的サービスの前提として、「住まい」と「介護予

防・生活支援」といった分野が重要である。

○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる役割が必要。

自 助

互 助

共 助

公 助

・ 介護保険・医療保険の自己負担分
･ 市場サービスの購入
･ 自身や家族による対応

・ ボランティアなどの支援
・ 地域住民の取組み

・ 介護・医療保険制度による給付

・ 介護保険・医療保険の公費（税金）
・ 自治体等が提供するサービス

○介護保険法（平成９年法律第123号）
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政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画におい
て地域支援事業の内容・事業費を定めることとなっている。

【事業費の上限】
① 介護予防・日常生活支援総合事業
「事業移行前年度実績」×「75歳以上高齢者の伸び率」
※ 災害その他特別な事情がある場合は、個別協議を行うことが可能

② 包括的支援事業・任意事業
「26年度の介護給付費の２％」×「65歳以上高齢者の伸び率」
＋「社会保障の充実分」

３  実施主体・事業内容等

２  事業費・財源構成

地域包括ケアシステムの実現に向けて、
高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、
配食・見守り等の生活支援体制の整備、
在宅生活を支える医療と介護の連携及び
認知症の方への支援の仕組み等を一体的に
推進しながら、高齢者を地域で支えていく
体制を構築する。

１  事業の目的

地域支援事業（地域支援事業交付金・重層的支援体制整備事業交付金）

咲かそう、地域包括ケアの花！

事業費

財源構成

① 介護予防・日常生活支援総合事業
１号保険料、２号保険料と公費で構成
（介護給付費の構成と同じ）

② 包括的支援事業・任意事業
１号保険料と公費で構成
（２号は負担せず、公費で賄う）

① ②

国 25% 38.5%

都道府県 12.5% 19.25%

市町村 12.5% 19.25%

１号保険料 23% 23%

２号保険料 27% －

実施主体

事業内容

市町村

高齢者のニーズや生活実態等に基づいて総合的な判断を
行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことが
できるよう、継続的かつ総合的にサービスを提供する。

① 介護予防・日常生活支援総合事業

要支援者等の支援のため、介護サービス事業所のほかNPO、協同組合、
社会福祉法人、ボランティア等の多様な主体による地域の支え合い体制を
構築する。あわせて、住民主体の活動等を通じた高齢者の社会参加・介護
予防の取組を推進する。

ア サービス・活動事業（第一号事業）
訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス、
介護予防ケアマネジメント

イ 一般介護予防事業
介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、
一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業

② 包括的支援事業

地域における包括的な相談及び支援体制や在宅と介護の連携体制、認知
症高齢者への支援体制等の構築を行う。

ア 地域包括支援センターの運営
介護予防ケアマネジメント、総合相談支援事業、権利擁護事業、
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

イ 社会保障の充実
在宅医療・介護連携の推進、生活支援の充実・強化、認知症施策の推進、
地域ケア会議の開催

③ 任意事業

地域の実情に応じて必要な取組を実施。

介護給付費等費用適正化事業、家族介護支援事業 等
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高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の下で、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制の構築

住み慣れた地域での自分らしい暮らし
日常生活

地域包括ケアシステムの構築

■

地域支援事業の目的及び趣旨について

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した

日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談、及び支援体制、

多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制、及び認知症高齢者への支援

体制を一体的に推進する。

地域支援事業

地域包括ケアシステム

3

地域支援事業の目指すこと
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【財源構成】

国：25%

都道府県：12.5%

市町村：12.5%

1号保険料：23%

2号保険料：27%

【財源構成】

国：38.5%

都 道 府 県 ：
19.25%

市町村：19.25%

1号保険料：23%

介護予防・日常生活支援総合事業（要支援1～２、それ以外の者）

○サービス・活動事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス（配食等）

・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営
（介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業 等）

○ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

予防給付（要支援1～２）

任意事業
○ 介護給付費適正化事業

○ 家族介護支援事業

○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護給付（要介護1～５）

介護保険給付・地域支援事業の全体像
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○ 対象者

第１号被保険者の全ての者及びその支援のため
の活動に関わる者

○ 対象者 （施行規則第140条の62の４）
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者（事業対象者）
③継続利用要介護者（一部サービスに限る）

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。

※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに
相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。

※ 介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等の介護予防サービスを
利用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。

事業 内容

訪問型サービス
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援
を提供

通所型サービス
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活
上の支援を提供

その他生活支援
サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人
暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケアマ
ネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切
に提供できるようケアマネジメント

事業 内容

介護予防把握事業
収集した情報等の活用により、閉じこもり等の
何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活
動へつなげる

介護予防普及啓発事
業

介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動支
援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

一般介護予防事業評
価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況
等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う

地域リハビリテーショ
ン活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪
問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へ
のリハビリ専門職等による助言等を実施

（１）サービス・活動事業（第一号事業） （２） 一般介護予防事業

5

介護予防・日常生活支援総合事業の概要
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地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の

  ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別
○住民主体、NPO、民間企業等多様な

 主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。
ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。

○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、
制度的な位置づけの強化を図る。

バックアップ

介護予防・日常生活支援総合事業の推進
～生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加～
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地域包括支援センターについて

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、
地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び
福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設(介護保険法第115条の46第１項)

※指定居宅介護支援事業者等の地域の事業者等に一部委託可能
※指定居宅介護支援事業者に一部委託可能

指定介護予防支援

包括的支援事業の実施

地域包括支援ネットワーク
包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボランティア、

自立相談支援機関、障害福祉サービスに関する相談窓口、都道府県労働局
(介護休業・介護休暇等に関する相談など)など地域のさまざまな関係者と連携する。

※指定居宅介護支援事業者が直接指
定を受けて、又はセンターから一部委
託を受けて実施することが可能

(注)地域包括支援センターの設置数は令和６年４月現在(資料出所：厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ)

総合相談支援事業

地域の高齢者や家族介護者に対して、初期
段階から継続的・専門的に相談支援を行い、
地域における様々なサービス等につなげる。

第一号介護予防支援事業
(介護予防ケアマネジメント)

要支援者等が、介護予防・日常生活支援を目的
とした活動をその選択に基づき行えるよう支援する。

権利擁護事業

高齢者が尊厳ある生活を送ることができるよう、成
年後見制度の活用促進や、高齢者虐待への対
応等を行う。

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

個々の介護支援専門員への支援、介護予防
サービスの検証等を通して、地域における高齢
者の自立支援・介護予防を推進する。

地域ケア会議の実施

地域の関係者による、地域づくりや政策形成の場

包括的支援事業の概要
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○ 地域包括ケア実現に向けた、充実・強化の取組を地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。

○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し、サービスの多様化を図る。

○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで地域で高齢者を支える社会が実現。

※「医療・介護連携強化」「認知症施策の推進」「生活支援体制整備」に係る事業については、地域包括支援センター以外の実施主体に事業を委託

することも可能

以下の取組について、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。

地域の医療・介護関係者

による会議の開催、在宅

医療・介護関係者の研修

等を行い、在宅医療と介

護サービスを一体的に提

供する体制の構築を推進

初期集中支援チームの関与

による認知症の早期診断・早

期対応や地域支援推進員に

よる相談対応のほか、社会

参加活動の体制整備や認知

症本人・家族の支援ニーズ

に応える認知症サポーター

の活動（チームオレンジ）等

を推進

生活支援コーディネーター

の配置や協議体の設置の

ほか、就労的活動をコー

ディネートする人材の配置

等により、地域における生

活支援の担い手やサービ

スの開発等を行い、高齢者

の社会参加及び生活支援

の充実を推進

在宅医療・介護連携 認知症施策

地域包括支援センター等

において、多職種協働によ

る個別事例の検討等を行

い、地域のネットワーク構

築、ケアマネジメント支援、

地域課題の把握等を推進

地域ケア会議 生活支援の充実・強化
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○事業の目的
地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保

険事業の運営の安定化を図るとともに、地域の実情に応じた必要な支援を行う。

○事業の対象者
被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者。

○事業の内容
地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多様な事業形態が可能であり、具体的には以下に掲げる事業を対象。

介護給付等費用適正化事業 家族介護支援事業 その他の事業

利用者に適切なサービスを提
供できる環境の整備を図るとと
もに、介護給付等に要する費用
の適正化のための事業を実施。

 【主要介護給付等費用適正化事業】
①  認定調査状況チェック
②  ケアプラン等の点検
（ケアプラン点検・住宅改修等の点検）

③  医療情報との突合・縦覧

 点検

  【その他】

④ 給付実績を活用した分析・
 検証事業

⑤  介護サービス事業者等へ
 の適正化支援事業

⑥ 介護給付費通知

介護方法の指導その他の要介護被保険
者を現に介護する者の支援のため必要な
事業を実施。

① 介護教室の開催
 要介護被保険者の状態の維持・改
善を目的とした教室の開催

② 認知症高齢者見守り事業
 地域における認知症高齢者の見守
 り体制の構築

③ 家族介護継続支援事業
  家族の身体的・精神的・経済的負担
  の軽減
ア 健康相談・疾病予防事業
イ 介護者交流会の開催
ウ 介護自立支援事業      

 ・ 家族を慰労するための事業（慰労金）
ア～ウのほか介護用品の支給
（H26年度に実施している保険者のみ）

介護保険事業の運営の安定化及び
被保険者の地域における自立した日常
生活の支援のため必要な事業を実施。

① 成年後見制度利用支援事業
② 福祉用具・住宅改修支援事業
③ 認知症対応型共同生活介護事

  業所の家賃等助成事業
④ 認知症サポーター等養成事業
⑤ 重度のＡＬＳ患者の入院におけ

  るコミュニケーション支援事業
⑥ 地域自立生活支援事業
ア 高齢者の安心な住まいの確保に資
する事業

  イ 介護サービス等の質の向上に資
  する事業

  ウ 地域資源を活用したネットワーク形
成に資する事業  （配食・見守り等）

  エ 家庭内の事故等への対応の体制整

備に資する事業 9

任意事業の概要
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事業 目的 概要 補助経費

介護予防・
日常生活支
援総合事業

サービス・活動事業
地域における生活支援や介護予防のサービ

スの充実を図る。
訪問型サービス、通所型サービス等を
実施する。

サービス提供に関す

る人件費、間接経費

等

一般介護予防事業

高齢者が要介護状態等となることの予防又

は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止

を図る。

住民主体の通いの場を充実、リハビリ
テーション専門職等の関与により、介
護予防の推進を図る。

通いの場の運営のた

めの間接経費等

包括的支援
事業

地域包括支援センターの運営

相談の受付や制度横断的支援、高齢者虐待

への対応、支援困難事例の対応等を通じて

住民の健康の保持及び生活の安定等を図る

総合相談支援、権利擁護、ケアマネジ
メントの支援、介護予防ケアマネジメン
ト、地域ケア会議の充実を図る。

センターに配置され

る保健師等の人件費

等

地域ケア会議の開催
地域の多様な関係者による検討の場を通じて、
支援や支援体制の質の向上を図る。

保健医療や福祉の専門職等が参画し、
個別事例や地域課題の検討を行う。

会議に参加する者への
謝金等

在宅医療・介護連携推進事業

地域の医療・介護の関係団体が連携して、

包括的かつ継続的な在宅医療と介護を一体

的に提供するための必要な支援を行う。

地域の医療・介護関係者による会議
の開催、在宅医療・介護関係者の研
修等を実施する。

会議開催、研修会開

催に係る経費等

認知症総合支援事業
認知症の早期診断・早期対応や認知症ケア

の向上等の体制整備を図る。

認知症初期集中支援チームによる支
援と認知症地域支援推進員による地
域の体制整備を行う。

チームや推進員の運

営費等

生活支援体制整備事業
多様な日常生活上の支援体制の充実・強化

と高齢者の社会参加を推進する。
生活支援コーディネーターの配置等に
よる支え合いの体制づくりを推進。

生活支援コーディ

ネーターの人件費等

任意事業

介護給付費等適正化事業
介護保険事業の運営の安定化のため、介護

給付費等の費用の適正化を行う。

認定調査状況のチェック、ケアプラン
等の点検、医療情報との突合・縦覧点
検等。

適正化業務を行う者

の人件費等

家族介護支援事業
現に介護を行う家族に対する支援を通じて

介護負担の軽減等を行う。
介護知識や技術に関する教室や介護
者同士の交流会の開催等。

教室や交流会の開催

経費等

その他の事業
介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の
地域における自立した日常生活に対する支援を
実施する。

介護保険法第115条の45第３項第３号
の規定に基づき事業を実施する。

成年後見制度の申し立
てに要する経費等

10

事業ごとの目的等
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地域支援事業交付金 主な関連規程

法律・政令
・省令

○介護保険法(平成９年法律第123号) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123

○介護保険法施行令(平成10年政令第412号) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410CO0000000412

○介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100036

○介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410CO0000000413

○介護保険法第122条の２第２項に規定する交付金の額の算定に関する省令(平成27年厚生労働省令第58号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000100058

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)

○厚生労働省所管補助金等交付規則(平成 12年厚生省・労働省令第６号)

○社会福祉法(昭和26年法律第45号)

○社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)

○社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)

通知

○地域支援事業実施要綱
(「地域支援事業の実施について」(平成18年６月９日付老発第0609001号老健局長通知))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html

○地域支援事業交付金交付要綱
(「地域支援事業交付金の交付について」(平成20年５月23日付厚生労働省発老第05230033号厚生労働事務次官通知))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html

○重層的支援体制整備事業実施要綱
(「重層的支援体制整備事業の実施について」(令和５年８月８日付け社援発0808第48号、障発0808第５号、老発0808第３号、こ成環第

113号厚生労働省社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長、子ども家庭庁育成局長連名通知)

○重層的支援体制整備事業交付金交付要綱
(「重層的支援体制整備事業交付金の交付について」令和７年３月11日付厚生労働省発社援0311第７号、厚生労働省発障0311第５号、厚生
労働省発老0311第２号厚生労働事務次官通知)

○令和６年度における介護保険法第 122 条の２第２項に規定する交付金の額の算定に関する省令第７条第３号の規定に基づく介護予防・日常生活支援
 総合事業特別調整交付金(介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)の
 交付基準について(令和６年11月26日老発1126第１号老健局長通知)

1112
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各種交付金について
②地域医療介護総合確保基金（介護分）

九州厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課
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１．地域医療介護総合確保基金の概要
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国

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画

（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画

(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

令和７年度予算案：公費で1,433億円
（医療分 909億円、介護分 524億円）

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

2
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地域医療介護総合確保基金の令和７年度予算案について

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため平成２６年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確
保基金）を創設し、各都道府県に設置。

○ 地域医療介護総合確保基金の令和７年度予算案は、公費ベースで１，４３３億円（医療分９０９億円（うち、国分６１３億円） 、

介護分５２４億円（うち、国分３４９億円））を計上。

地域医療介護総合確保基金の対象事業地域医療介護総合確保基金の予算額

Ⅰ－１ 地域医療構想の達成に向けた医療
機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ－２ 地域医療構想の達成に向けた病床の
機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業
（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の
整備に関する事業

※  基金の対象事業変遷

平成26年度に医療を対象としてⅠ－１、Ⅱ、Ⅳ
で創設

平成27年度より介護を対象としてⅢ、Ⅴが追加

令和２年度より医療を対象としてⅥが追加

令和３年度より医療を対象としてⅠ－２が追加

１，６２８億円

平成27年度
（当初予算）

介護分
724億

円

（うち
、国分
483億
円）

平成28年度
（当初予算）

１，６２８億円
１，６５８億円

平成30年度
（当初予算）

１，５６１億円

平成27年度
（補正予算）

介護分
1,561

億円

（うち
、国分
1,040
億円）

１，８５８億円

令和元年度
（当初予算）

介護分
824億

円

（うち
、国分
549億
円）

令和２年度
（当初予算）

２，０１８億円

令和３年度
（当初予算）

２，００３億円

平成26年度
（当初予算）

９０４億円

介護分
724億

円

（うち
、国分
483億
円）

介護分
724億

円

（うち
、国分
483億
円）

介護分
824億

円

（うち
、国分
549億
円）

介護分
824億

円

（うち
、国分
549億
円）

医療分
1,179
億円

（うち
、国分
851億
円）

医療分
1,194
億円

（うち
、国分
796億
円）

医療分
1,034
億円

（うち
、国分
689億
円）

医療分
934億

円

（うち
、国分
622億
円）

医療分
904億

円

(うち
、国分
602億

円)

医療分
904億

円

(うち
、国分
602億

円)

医療分
904億

円

(うち
、国分
602億

円)

3

平成29年度
（当初予算）

１，６２８億円

介護分
724億

円

（うち
、国分
483億
円）

令和４年度
（当初予算）

令和５年度
（当初予算）

１，８５３億円

介護分
824億

円

（うち
、国分
549億
円）

医療分
1,029
億円

（うち
、国分
751億
円）

介護分
734億

円

（うち
、国分
489億
円）

１，５５３億円

医療分
1,029
億円

（うち
、国分
751億
円）

令和７年度
（案）

（当初予算）

介護分
524億

円

（うち
、国分
349億
円）

１，７６３億円

医療分
1,029
億円

（うち
、国分
733億
円）

医療分
904億

円

(うち
、国分
602億

円)

１，４３３億円

令和６年度
（当初予算）

介護分
524億

円

（うち
、国分
349億
円）

医療分
909
億円

（うち
、国分
613億
円）
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4

２．介護施設等整備分の概要

17



地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成
① 可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備（土地所有者（オーナー）が施設運営法人に有償で貸し

付ける目的で整備する場合や、改築・増改築を含む）に対して支援を行う。
（対象施設） 地域密着型特別養護老人ホーム（併設されるショートステイ用居室を含む）、小規模な老人保健施設、小規模な介護医療院、小規模な養護老人ホーム、小規模な特定施設（ケアハ

ウス、介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅））、都市型軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型デイサービスセンター、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス（離島・奄美群島・山村・水
源地域・半島・過疎地域・沖縄・豪雪地帯に係る振興法や特別措置法に基づくものに限る）、緊急ショートステイ、施設内保育施設

※定員30人以上の広域型施設の整備費については、平成18年度より一般財源化され、各都道府県が支援を行っている（介護医療院を含む）。

② 上記対象施設を合築・併設を行う場合に、それぞれ補助単価の５％加算を行う。
③ 空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について支援を行う。
④ 介護離職ゼロ50万人受け皿整備と老朽化した広域型施設の大規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービス(※)を整備する際に、あわせて行

う広域型特別養護老人ホーム等の大規模修繕・耐震化について支援を行う。
※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、

特定施設（ケアハウス、介護付きホーム）。いずれも定員規模を問わない。
⑤ 一定の条件の下で、災害レッドゾーン・災害イエローゾーンに立地する老朽化等した広域型介護施設の移転建替（災害イエローゾーンにおいては現地建

替も含む。）にかかる整備費の支援を実施。
⑥ 移転用地の確保が困難な大都市において、老朽化した介護施設の改築・大規模修繕等を促進させるため、工事中に介護施設の利用者を受け入れる代替施

設の整備を公有地において実施する場合の費用の支援を実施。
⑦ 地域の介護ニーズに応じて、地域密着型施設から広域型施設への転換による受け皿の拡大、２施設以上の施設の集約化・ダウンサイジング等（サービス

転換含む）に取り組む施設整備費（大規模修繕含む）の支援を実施。※ 都市部においては、５％の加算を設定。

２．介護施設の開設準備経費等への支援
① 特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備（既存施設の増床や再開設時、大規模修繕時を含む）に要する経費の支援を行う。

※定員30人以上の広域型施設を含む。広域型・地域密着型の特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。
※「大規模修繕時」は、施設の大規模修繕の際に、あわせて行う介護ロボット、ICTの導入支援に限る。
※介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発のための取組についても支援を行う。

② 在宅での療養生活に伴う医療ニーズの増大に対応するため、訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費用等に
ついて支援を行う。

③ 土地取得が困難な地域での施設整備を支援するため、定期借地権（一定の条件の下、普通借地権）の設定のための一時金の支援を行う。
④ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員用の宿舎の整備に対して支援を行う。

３．特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善
① 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室における多床室のプライバシー保護のための改修費用について支援を行う。
② 特別養護老人ホーム等のユニット化改修費用について支援を行う。
③ 施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費用について支援を行う。
④ 共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け入れるために必要な改修・設備について支援を行う。

対象事業

※１～３を行う施設・事業所等が、特別豪雪地帯又は奄美群島・離島・小笠原諸島に所在する場合は、補助単価の８％加算が可能。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整
備を促進するための支援を行う。

令和７年度予算案（令和６年度当初予算額）：252億円（ 252億円）
※国と都道府県の負担割合２／３、 １／３

※赤字が令和7年度当初予算案による拡充分
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「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿整備量拡大と老朽化した特養等の広域型施設の修繕を同時に進めるため、
介護施設等の新規整備を条件に行う、定員３０人以上の広域型施設の大規模修繕（おおむね１０年以上経
過した施設の一部改修や付帯設備の改造等）・耐震化について補助する。

介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備（R2～）

 １の介護施設等の新規整備につき、１の広域型施設の大規模修繕・耐震化が対象。
 新規整備する介護施設等と大規模修繕・耐震化する施設の場所は、同一敷地内や近隣に限定されない。
 介護施設等の新規整備と広域型施設の大規模修繕・耐震化の整備主体は同一法人であること。
 都道府県計画及び市町村計画に沿った介護施設等の新規整備と広域型施設の大規模修繕・耐震化の両方
に係る１年から４年程度の範囲内を期間とする整備計画を定めること。

（新規整備する介護施設等）

⚫ 特別養護老人ホーム

⚫ 介護老人保健施設

⚫ 介護医療院

⚫ ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）

⚫ 認知症高齢者グループホーム

⚫ 小規模多機能型居宅介護事業所

⚫ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

⚫ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

⚫ 介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向
け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるも
の）
※ いずれも定員規模及び助成を受けているかは問わない。

（大規模修繕・耐震化する広域型施設）

⚫ 特別養護老人ホーム

⚫ 介護老人保健施設

⚫ 介護医療院

⚫ 養護老人ホーム

⚫ 軽費老人ホーム

（最大補助単価）

１定員あたり

１２３万円

（補助要件等）
※補助単価は令和５年度の単価
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⚫ 開設時
⚫ 増床時
⚫ 再開設時（改築時）

⚫ 大規模修繕時

介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等の大規模修繕（おおむね１０年以上経過した施設の一部
改修や付帯設備の改造）の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入を補助対象に追加する。

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援（R2～）

 補助対象経費は、介護従事者の確保分における「介護ロボット導入支援事業」及び「ＩＣＴ導入支援事業」に
おいて対象となっている機器等を導入するために必要な経費。
（なお、介護ロボット・ＩＣＴ以外の設備整備、人材募集・研修に係る経費等は対象外。）

 「介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備」と併せた補助実施も可能。

（補助要件等）

（現行の開設準備経費の
補助対象時点）

（拡大後の開設準備経費の
補助対象時点）

＜例①：天井の内装改修や電気設備改造と
見守りセンサー及びWi-Fi環境整備＞

⚫ 開設時
⚫ 増床時
⚫ 再開設時（改築時）

※現行の開設準備経費の補助対象
・施設開設時の設備整備
・人材募集・研修に係る経費 等

（開設時等の開設準備経費の
最大補助単価）

特養、老健、認知症グループ
ホーム、介護付きホームの例：
１定員あたり ９１．４万円

（大規模修繕時の開設準備経費の
最大補助単価）

特養、老健、認知症グループ
ホーム、介護付きホームの例：
１定員あたり ４５．８万円

＜例②：給排水設備の改造工事とロボット技術を
用いた設置位置を調節可能なトイレ整備＞

＜例③：浴室の改修工事とロボット技術を用いた
浴槽の出入り動作の支援機器整備＞

※補助単価は令和５年度の単価
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介護人材（外国人を含む）を確保するため、介護施設等の事業者が介護職員（職種は問わず、幅広く対象）
用の宿舎を整備する費用の一部を補助することによって、介護職員が働きやすい環境を整備する。

介護職員の宿舎施設整備（R２～）

 宿舎の家賃設定は、近傍類似の家賃と比較して低廉なものとすること。
 宿舎の設置場所は、施設等の敷地内又は近隣の設置に限定されない。
 宿舎の入居者は、補助対象施設等に勤務する職員でなければならない。ただし、宿舎の定員規模の２割以内

において、職員の家族等や介護保険・老人福祉関連施設・事業所（サ高住を含む）の職員の利用も可能。

⚫ 特別養護老人ホーム ● 介護老人保健施設 ● 介護医療院

⚫ ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）

⚫ 認知症高齢者グループホーム ● 小規模多機能型居宅介護事業所
⚫ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
⚫ 看護小規模多機能型居宅介護事業所
⚫ 介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で
あって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）
※ いずれも定員規模は問わない。

（補助対象施設等） （補助率）

１宿舎あたり

１／３

（補助要件等）

（補助基準額）

 宿舎の定員規模や設備、居室類型は問わない。
 ただし、補助対象となるのは、補助対象施設等（建築中を含む）の職員数分の定員規模までであって、１定員

あたりの延べ床面積（バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む）３３㎡以下とする。
 土地の買収や整地費用、設備整備に係る経費は対象外。
（整備方法）

 新築のほか、既存建物を買収した整備（新築より効率的な場合に限る）、既存建物を改修した整備も対象。
 土地所有者が補助対象施設等の運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する場合も対象。（オーナー型）
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２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

１ 事業の目的

介護施設等における感染拡大防止対策に係る支援（地域医療介護総合確保基金）
老健局高齢者支援課（内線3928）

令和７年度当初予算案 252億円の内数（252億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

• 介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、①多床室の個室化に要する改修費、②簡易陰圧装置の設置に
要する費用、③感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に要する費用を支援する。

■事業内容
事業継続が必要な介護施設等において、

感染が疑われる者が複数発生して多床室
に分離する場合に備え、感染が疑われる
者同士のスペースを空間的に分離するた
めの個室化（※）に要する改修費について
補助
※可動の壁は可
※天井と壁の間に隙間が生じることは不可

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助単価・補助率
１定員あたり116万円

※ 補助率を導入

① 多床室の個室化に要する改修費

《多床室》 《個室化》

■事業内容
介護施設等において、感染が疑われる者

が発生した場合に、感染拡大のリスクを
低減するためには、ウイルスが外に漏れ
ないよう、気圧を低くした居室である陰
圧室の設置が有効であることから、居室
等に陰圧装置を据えるとともに簡易的な
ダクト工事等に必要な費用について補助

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助単価・補助率
１施設あたり：510万円×都道府県が認め
た台数（定員が上限）

※ 補助率を導入

② 簡易陰圧装置の設置に要する費用

■事業内容
新型コロナウイルス感染症対策として、

感染発生時対応及び感染拡大防止の観点
からゾーニング環境等の整備に要する費
用について補助

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助単価・補助率
① ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設
置によるゾーニング：118万円/箇所

② 従来型個室・多床室のゾーニング：707万
円/箇所

③ 家族面会室の整備：413万円/施設

※ ①～③補助率を導入

③ 感染拡大防止のためのゾーニング環
境等の整備に要する費用

共同生活室

通
路

個
室

個
室

個
室

ト
イ
レ

個
室

玄関室 

個
室

個
室

ト
イ
レ

個
室

ト
イ
レ

個
室

食堂 浴室

ト
イ
レ

個
室

個
室

ユニット

入口にｲｴﾛｰ

ｿﾞｰﾝ(玄関室)

を整備

通路　　　　　

トイレ
個
室

4人
部屋

個
室

トイレ

個
室

個
室

4人
部屋

洗面所 洗面所

4人
部屋

洗面所
・

ｼｬﾜｰ室

4人
部屋

動線分離し、ゾーニング

ﾄｲﾚ・洗面所

・ｼｬﾜｰ室を

整備

4人

部屋

施設内の玄関又は

外部から出入

● ○

アクリル板等

施設内から

出入

家族面会室

入所者

家族

※補助単価は令和６年度の単価 1326 



令和６年３月８日

全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課長会議（認知症施策・地域介護推進課）
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都道府県計画を踏まえて事業を実施。（実施主体：都道府県、負担割合：国2/3・都道府県1/3、令和５年度交付実績：46都道府県）

２ 事業の概要・実施主体等

○ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施される「参入促進」・「資質の向上」・

「労働環境・処遇の改善」等に資する事業を支援する。

１ 事業の目的

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）
※メニュー事業の全体

老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3878）

○ 新人介護職員に対するエルダー・メンター（新人
指導担当者）養成研修

○ 管理者等に対する雇用改善方策の普及

・管理者に対する雇用管理改善のための労働関
係法規、休暇・休職制度等の理解のための説
明会の開催、両立支援等環境整備

・介護従事者の負担軽減に資する介護テクノロジー
（介護ロボット・ ＩＣＴ）の導入支援（拡充・変更）

・総合相談センターの設置等、介護生産性向上の
推進

○ 介護従事者の子育て支援のための施設内保育
施設運営等の支援

○ 子育て支援のための代替職員のマッチング等
の介護職員に対する育児支援

○ 介護職員に対する悩み相談窓口の設置

○ ハラスメント対策の推進

○ 若手介護職員の交流の推進

○ 外国人介護人材受入施設等環境整備

○ 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業

等

○ 介護人材キャリアアップ研修支援

・経験年数3～5年程度の中堅職員に対する研修、喀痰
吸引等研修、介護ｷｬﾘｱ段位におけるｱｾｯｻｰ講習受講

・介護支援専門員、介護相談員育成に対する研修

○ 各種研修に係る代替要員の確保、出前研修の実施

○ 潜在介護福祉士の再就業促進

・知識や技術を再確認するための研修の実施

・離職した介護福祉士の所在やニーズ等の把握

○ チームオレンジ・コーディネーターなど認知症ケアに携
わる人材育成のための研修

○ 地域における認知症施策の底上げ・充実支援

○ 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築に資する人材育成

・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成のための研修

○ 認知症高齢者等の権利擁護のための人材育成

○ 介護施設等防災リーダーの養成

○ 外国人介護人材の研修支援

○ 外国人介護福祉士候補者に対する受入施設における
学習支援 等

○ 地域における介護のしごとの魅力発信

○ 若者・女性・高齢者など多様な世代を対象とした介
護の職場体験

○ 高齢者など地域の住民による生活支援の担い手の
養成、支え合い活動継続のための事務支援

○ 介護未経験者に対する研修支援

○ 介護事業所におけるインターンシップや介護の周辺
業務等の体験など、多様な世代を対象とした介護の
職場体験支援

○ 介護に関する入門的研修の実施からマッチングまで
の一体的支援、参入促進セミナーの実施、ボランティア
センターやシルバー人材センター等との連携強化

○ 人材確保のためのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ活用支援

○ 多様な人材層の参入促進、介護助手等の普及促進

○ 介護福祉士国家資格取得を目指す外国人留学生や
１号特定技能外国人等の受入環境整備

○ 福祉系高校修学資金貸付、時短勤務、副業・兼業、選
択的週休３日制等の多様な働き方のモデル実施

○ 介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体
制の強化 等

参入促進 資質の向上 労働環境・処遇の改善

○ 関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、都道府県単位、市区町村単位での協議会等の設置
○ 介護人材育成や雇用管理体制の改善等に取組む事業所に対する都道府県の認証評価制度の運営・事業者表彰支援 ○ 離島、中山間地域等への人材確保支援

※赤字下線は令和７年度新規・拡充等

令和７年度当初予算案  97億円（97億円）※（）内は前年度当初予算額
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２ 事業の概要・スキーム

訪問介護等サービスの現場において、人手不足への対応は最も主要な課題の一つであり、地域におけるサービス提供体制の確保に向け
て、必要な介護サービスを利用者が安心して受けられるよう、その担い手を確保することが必要であるが、全産業的に人手不足の中で、
人材にも限りがある状況である。

こうした中で、地域において、利用者へ必要なサービスを安定的に提供できるよう、特に小規模な訪問介護等事業者が行う人材確保に
向けた研修体系の整備のほか、地域の介護事業所が相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組などを支援する。

１ 事業の目的

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業

令和７年度当初予算案 地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の97億円の内数（ー） ※（）内は前年度当初予算額

老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3983）

（２）経営改善支援事業

① 概要

訪問介護等事業者が、自社の経営を見直し、地域において持続
的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う人材確保の取組
や事業者との連携の取組等を支援する。

② 補助対象経費

・ 経営改善の専門家の活用等に係る経費や、経営改善に向け
た取組を行う際の事務員等の臨時的な雇用等に要する経費

・ ホームページの改修やチラシの作成など介護人材や利用者
の確保のための広報に要する経費

・ 事業の協働化・大規模化に向けた取組に要する経費 等

（１）人材確保体制構築支援事業

① 概要

訪問介護等事業者が、地域の訪問介護人材の確保に向けて、
経験が十分でないヘルパーでも安心して従事できるよう、研
修体系の構築や他事業所と連携して行う取組を支援する。

② 補助対象経費

・ 研修カリキュラムの作成やキャリアアップの仕組みづく
りに要する経費

・ 経験が十分でないヘルパーへの同行支援に係るかかり増
し経費

・ 経験が十分でない介護職員のスキルアップのための研修
受講に要する経費 等

国 都道府県 事業者

補助率

（定額）

【事業スキーム】

国 都道府県 事業者

補助率

（定額）

【事業スキーム】

※ （１）・（２）の両方またはいずれかのみの実施も可能 16
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介護分野の人材不足の課題に対応する観点から、都道府県の介護保険部局が主体となって、地域の介護分野の業界団体のほか、都道府県
労働局や都道府県福祉人材センター等が連携した介護人材確保のための協議会を設置。管内各地域において、ハローワークや介護事業所等
が協力して行う職場説明会や介護業界の魅力を発信するためのセミナー、介護の職場見学会・体験会などを実施する取組を推進することに
より、採用のミスマッチを防止しつつ、地域の特性やニーズに合った介護人材の確保・定着を図る。

（１）事業の概要

（２）実施主体
都道府県

（３）補助対象経費

（４）補助率及び事業スキーム

２ 事業の概要・スキーム・実施主体

１ 事業の目的

介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制の強化

令和７年度当初予算案 地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の97億円の内数（ー） ※（）内は前年度当初予算

額

老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3983）

国 都道府県

連携協議会の
事務局団体

（業界団体、福祉人
材センター等）

【事業スキーム】 補助率（定額）

福祉人材
センター

都道府県
労働局

（ハローワーク等）

都道府県
介護保険部局

業界団体

介護人材確保のための連携協議会

（想定される支援内容）
・イベントの企画立案や目標設定、年間開催計画の策定
・ハローワークとの調整（ネゴシエーターの派遣等）
・現場の主催者への開催支援（ゲストスピーカーの派遣等）
・地域の介護事業者への参加要請
・広報活動の展開（厚労省の各種広報資料の活用）
・参加者からのフィードバックの収集→イベントの質の向上

県内各地の介護分野の求職イベント等の実施を支援

都
道
府
県
域

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
管
轄
域

市
町
村
域

介護事業所

３ 事業のイメージ図

職場説明会

介護職員やヘルパー等
が仕事のやりがいや具
体的な業務を説明

施設見学・職場体験

介護職員を募集している
介護施設の見学や職場体
験を実施

合同面接会

地域で実際に求人のあ
る介護施設や事業所と
面談を実施

（連携協議会の事務局機能を担う業界団体や福祉人材センターへ委託可）

都道府県の介護保険部局が主体となって行う、地域の介護

分野の業界団体等と都道府県労働局や都道府県福祉人材セン

ター等の職員で構成される介護人材確保のための連携協議会

を設置・運営する取組を支援

✓ 連携協議会の設置・運営に要する費用（人件費等）

✓ 介護分野の求職イベント等の実施を支援するために必要と

認められる費用 など 連携協力

訪問介護事業所

結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
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実施主体

国 都道府県
基金(国2/3) 介護施

設等

一部助成

介護テクノロジー導入支援事業（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分））

• 介護人材の確保が喫緊の課題とされる中で、介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用し、業務の改善や効率化等を進めることにより、職員の業務負担軽減を

図るとともに、生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充て、介護サービスの質の向上にも繋げていく介護現場の生産性向上を一層推進していく必要がある。

• 職場環境の改善等に取り組む介護事業者がテクノロジーを導入する際の経費を補助し、生産性向上による働きやすい職場環境の実現を推進する。

１ 事業の目的

２ 補助対象

4 実施主体、実績

３ 補助要件等

【介護ロボット】

区分 補助額 補助台数

○移乗支援

○入浴支援
上限100万円

必要台数

○上記以外 上限30万円

【ICT】

補助額 補助台数

上限400～
1,000万円

必要台数

令和７年度当初予算案 地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）97億円の内数（97億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

補助額 補助台数

⚫ 1～10人 100万円
⚫ 11～20人 150万円
⚫ 21～30人 200万円
⚫ 31人～ 250万円
※職員数により変動しな
い場合は一律250万円

必要台数

介護ロボットのパッケージ導入モデル、ガイドライン等を参考に、課題を抽出し、生産性向上に資する業務改善計画を提出
の上、一定の期間、効果を確認できるまで報告すること

第三者による業務改善支援又は研修・相談等による支援を受けること

（入所・泊まり・居住系）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための
委員会を設置をすること

（在宅系）令和７年度内にケアプランデータ連携システムの利用を開始すること

事業 R1 R2 R3 R4
介護ロボット導入支援事業

（※１）
1,813 2,297 2,7202,930

ICT導入支援事業（※２） 195 2,560 5,3715,075

※下線部は令和７年度までの拡充分。太字は更に今回変更する部分。

老健局高齢者支援課（内線3875、3876）

補助率 以下の要件を満たす場合は３/４を下限（これ以外の場合は１／２を下限）

共通要件
・職場環境の改善を図り、収支が改善がされた場合、職員賃金への還元することを導入効果報告に明記
・第三者による業務改善支援を受けること

介護ロボット

・見守り、インカム・スマートフォン等のICT機器、介護記録ソフトの３点を活用すること（入所・泊
まり・居住系に限る）

・従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うこと
・利用者のケアの質の維持・向上や職員の負担軽減に資する取組を行うことを予定していること

ICT

（在宅系）・ケアプランデータ連携システムを利用し、かつデータ連携を行う相手となる事業所が決定
していること

（それ以外）以下のいずれか
・LIFE にデータを提供している又は提供を予定していること
・文書量半減を実現させる導入計画となっていること

パッケージ型
導入

・介護ロボット・ICTの要件をいずれも満たすこと。ただし、ICT（それ以外）に記載の要件は全て満
たすこと

【パッケージ型導入】

【介護ロボット】
⚫ 「介護テクノロジー利用における重点分野」

（令和７年度より改定）に該当する介護ロボッ
ト（カタログ方式を導入）

【ICT】
⚫ 介護ソフト、タブレット端末、インカム、ク

ラウドサービス 業務効率化に資するバックオ
フィスソフト（転記等の業務が発生しないこと
の環境が実現できている場合に限る）等

【パッケージ型導入】
⚫ 見守り機器等の複数のテクノロジーを連動する

ことで導入する場合に必要な経費

【その他】
⚫ 第三者による業務改善支援等にかかる経費

※養護老人ホーム等を対象に追加

1220
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４．令和５年の地方からの提案等に
関する対応について（報告）

令和７年３月３日
資料3

第21回医療介護総合確保促進会議
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地域医療介護総合確保基金に関する地方からの提案について

• 造成年度ごとに基金を管理する方法を改める。基金造成年度ごとに計画を策定・修正する方法を改める。

• 過年度積立残を活用する場合に国へ提出する都道府県計画は、積立年度ベースではなく、事業の実施年度

ベースのみの策定とし、過年度の変更計画の策定を不要とすること。

令和５年の地方分権改革に関する地方からの提案

• 基金は造成年度ごとに管理する必要があり、令和４年度末現在、９年度分の基金（平成26年度造成分から令

和４年度造成分まで）を管理している。

• 過年度に造成した基金の積立残を活用して事業を実施するには、過年度計画を修正する必要がある。毎年度、

管理する基金・計画が増えるため、今後、さらに事務が複雑化し、業務負担が大きくなることが見込まれる。

具体的な支障事例

（参考）地域医療介護総合確保基金管理運営要領（厚生労働省医政局長・老健局長・保険局長通知）

第２ 基金管理事業の実施

（３）基金の取り崩し

② 都道府県は、各年度の都道府県計画を実施するに当たり、当該年度毎に決定された交付額（都道府県の負担を含む。）及び運用益

の範囲内で各基金事業に充当するものとする。

なお、当該年度の交付額の一部を翌年度以降に執行することを妨げる趣旨ではなく、その場合は、当該都道府県計画を必要に応じ

て変更することにより執行は可能である。

20

前回会議（令和６年１月17日）資料
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提案に対する対応について

４ 国から都道府県への事務・権限の移譲等

【厚生労働省】

（27）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平元法64）

都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画（４条１項。以下こ

の事項において「都道府県計画」という。）及び地域医療介護総合確保基金（６条）については、基金管理事

業及び都道府県計画の作成に係る地方公共団体の事務負担を軽減するため、過年度に造成した基金の残余額に

ついて、直近の都道府県計画における各基金事業に充当できることとし、その場合は過年度の都道府県計画の

変更は不要とする方向で検討を行い、令和６年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

令和５年の地方からの提案等に関する対応方針（令和５年 1 2月 2 2日閣議決定）

• 今後、関係通知について必要な改正を行い、令和６年度都道府県計画以降、地域医療介護総合確保基金は年

度毎に造成するものではなく、当該年度毎に決定された交付額（都道府県の負担を含む。）及び運用益に加

え、過年度の事業に生じた残額を一体的なものとして基金事業を実施するものとしてはどうか。こうするこ

とで、過年度に造成した基金の残余額を活用する場合に、過年度の都道府県計画を変更することを不要とし

てはどうか。

※ 当該年度の都道府県計画には、残額を活用している旨を明記する。

対応案

21

前回会議（令和６年１月17日）資料
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対応結果について

令和６年10月８日付けで、医政・老健・保険の３局長連名の通知(「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療
対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について)を発出済み。

22
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2021年4月1日

九州厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課

地域づくり加速化事業について

36



国

支援
チーム

１．地域包括ケアの推進を図るため、以下の事業により市町村を支援する。

① 地方厚生(支)局主導による支援パッケージを活用した伴走的支援の実施（全国２４か所）
・地方厚生(支)局・都道府県と連携し、市町村を支援する地域の有識者･実践者の支援スキル向上に資する研修を
併せて実施【拡充】

② 自治体向け研修の実施（各地方厚生(支)局ブロックごと）

③ 支援パッケージ(注)の改訂など地域づくりに資するツールの充実
（注）市町村等が地域包括ケアを進める際に生じる様々な課題を解決するための実施方法やポイントをまとめたもの。

２．全国の生活支援コーディネーターや協議体等がつながるためのプラットフォーム（PF)を構築【新規】

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

地域づくり加速化事業
老健局認知症施策・地域介護推進課

（内線3982）

令和６年度当初予算案 89百万円（ 1.0億円）※（）内は前年度当初予算額

【実施主体】

⚫ 国から民間事業者へ

委託

【補助率】

⚫ 国10/10

（実績）

令和４年度伴走支援を

行った自治体  24自治体

国
受託事業者
（シンクタ
ンク等）

＜事業イメージ＞

３ 実施主体等

⚫ 団塊世代（1947～1949年生）が全員75歳以上を迎える2025年に向けて地域包括ケアシステムの構築を図るため、市町村の地域づくり促進のた
めの支援パターンに応じた支援パッケージを活用し、①有識者による市町村向け研修（全国・ブロック別）や②個別協議を実施しているなど総合事
業の実施に課題を抱える市町村への伴走的支援の実施等を行ってきたところ。

⚫ 令和６年度においては、引き続き伴走的支援の実施を図りつつ、以下の内容の充実を図る。
①今後、こうした伴走的支援を地域に根差した形で展開していくため、引き続き、全国８か所の地方厚生(支)局主導による支援を行うとともに②地
域で活動するアドバイザーを養成するなど、地域レベルでの取組を一層促進していく。

また、令和４年12月の介護保険部会意見書で、第９期計画期間を通じて総合事業の充実に集中的に取り組むことが適当であり、その際、地域の受け
皿整備のため、生活支援体制整備事業を一層促進することとされていることを踏まえ、第９期を見据え、生活支援体制整備事業を更に促進するた
めのプラットフォームの構築（全国シンポジウムの開催含む）を図る。

受託事業者

厚 生
労働省

地方厚生
(支)局

有識者・
実践者

市
町
村

伴走的支援連 携

委
託

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修

都道府県

支援パッケージ

ブロック別研修

受託事業者

厚 生
労働省

委
託

生活支援体制
整備事業促進

PF(ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)

全国の生活支援
コーディネーター等

がつながる場

活性化
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支援パッケージの概要 （地域づくり支援ハンドブック vol.2（２０２３年度版））
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地域づくり加速化事業・支援対象市町村一覧

令和６年度「地域づくり加速化事業」では、以下の２４市町村を伴走支援の対象として選定し、訪問支援及び各支援の合間にオ
ンラインミーティング等を実施することにより支援を実施。

39



１．地域包括ケアの推進を図るため、以下の事業により市町村を支援する。
① 地方厚生(支)局主導による支援パッケージを活用した伴走的支援の実施（全国２４か所）

・地方厚生(支)局・都道府県と連携し、市町村を支援する地域の有識者･実践者の支援スキル向上に資する研修を
併せて実施

② 自治体向け研修の実施（各地方厚生(支)局ブロックごと）
③ 地域づくり戦略や支援パッケージ(注)の改訂など地域づくりに資するツールの充実

（注）市町村等が地域包括ケアを進める際に生じる様々な課題を解決するための実施方法やポイントをまとめたもの。

２．全国の生活支援コーディネーターや多様な分野の団体等がつながるためのプラットフォーム（PF)を構築・発展

２ 事業の概要・スキーム

地域づくり加速化事業
老健局認知症施策・地域介護推進課

（内線3982）

令和７年度当初予算案 78百万円（89百万円）※（）内は前年度当初予算額

【実施主体】

・国から民間事業者へ委託

【補助率】

・国10/10

【参考】

「全世代型社会保障構築を目指す改

革の道筋（改革工程）」

（令和５年12月22日閣議決定）

国 受託事業者
（シンクタン
ク等）

３ 実施主体等

国

支援
チーム

受託事業者

厚 生
労働省

地方厚生
(支)局

有識者・
実践者

市町
村

伴走的支援連 携

委
託

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修

都道府県

地域づくり戦略
支援パッケージ

ブロック別研修

受託事業者

厚 生
労働省

委
託

生活支援体制
整備事業促進

PF(ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)

全国の生活支援
コーディネーター等

がつながる場

活性化

＜事業イメージ＞

⚫ これまで団塊世代（1947～1949年生）が全員75歳以上を迎える2025年に向けて地域包括ケアシステムの構築を図るため、市町村の地域づくり促進の

ための支援パターンに応じた支援パッケージを活用し、①有識者による市町村向け研修（全国・ブロック別）や②個別協議を実施しているなど総合事業の
実施に課題を抱える市町村への伴走的支援の実施等を行ってきたところ。

⚫ 令和４年12月の介護保険部会意見書で、「総合事業を充実化していくための包括的な方策の検討を早急に開始するとともに、自治体と連携しながら、第
９期介護保険事業計画期間を通じて、工程表を作成しつつ、集中的に取り組んでいくことが適当である。」との意見を受け、令和５年度に「介護予防・日
常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」を設置し、第９期介護保険事業計画期間を通じた集中的な取組を促進するため、検討会で議論を行い、令和５
年12月７日に「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理」を取りまとめたところ。

⚫ 中間整理において、地域共生社会の実現に向けた基盤として総合事業を地域で活用する視点から地域の多様な主体が総合事業に参画しやくする枠組みの
構築を行うこととされたところ。

⚫ こうした検討会での議論等を踏まえ、本事業をとおして総合事業の充実に向けた取組を推進していく。
そのため、令和７年度においても、引き続き、以下の取組を行う。
①今後、こうした伴走的支援を地域に根差した形で展開していくため、全国８か所の地方厚生(支)局主導による支援対象を拡充するとともに地域で活動す

るアドバイザーを養成するなど、地域レベルでの取組を一層促進していく。
②また、令和４年12月の介護保険部会意見書で、第９期計画期間を通じて総合事業の充実に集中的に取り組むことが適当であり、その際、地域の受け皿整

備のため、生活支援体制整備事業を一層促進することとされていることを踏まえ、生活支援体制整備事業を更に促進するためのプラットフォームの構築
及び発展（全国シンポジウムの開催含む）を図る。

１ 事業の目的
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都道府県主導型の創設について

令和７年度は、地域レベルの取組を一層推進する観点から「厚生局主導型」に加え、都道府県が主体的に管内市町村の地域づく

りを支援する「都道府県主導型」を創設。

・各都道府県が主導し、本省、厚生局、アドバイザーが参画のうえ伴走的支援を実施。１厚生局あたり管内最大１自治体。

・これまで市町村の伴走的支援を行った経験のある都道府県を対象に想定（支援意向があれば経験なくとも可）。

・主な支援テーマは「厚生局主導型」と同様。

・全国８ヶ所の厚生局がそれぞれ主導し、伴走的支援を実施。１厚生局あたり管内２市町村。

・特に、これまで支援経験のない都道府県内の市町村を対象に想定。

・主な支援テーマは、①介護予防ケアマネジメント、②サービス・活動事業、③通いの場、④生活支援体制整備事業、⑤地域ケア会議など、各

厚生局が選定するもの（※支援パッケージの各論掲載事項）

・支援対象市町村の選定、伴走的支援を行う有識者（アドバイザー）の選定は、厚生局において行う。

厚生局主導型（原則１６市町村）

※支援対象数は、全体の調整により変更が生じる可能性がある。

都道府県主導型（４～８自治体） n ew ! !

〇 地域づくり加速化事業では、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域づくりのツールとなる地域支援事業に課題を抱える市町村への伴走
的支援をこれまで実施。
〇 上記に加え、「総合事業の充実に向けた検討会」における中間整理において、第９期介護保険事業計画期間中に集中的に総合事業の充実に
取り組むことから、それを達成する手段として本事業は一定の役割を果たすと考えられる。
〇 今後、本事業に係る事業評価を行うこととしているが、第９期介護保険事業計画期間後を見据え、目指す姿として、市町村が当該事業に取
り組みつつ、必要に応じて都道府県が管内市町村の課題解決を伴走的支援等をとおしてバックアップし、厚生局が広域支援の観点から支える
体制づくりの構築が望まれる。
〇 こうした観点から令和７年度は、都道府県が、主体的に市町村の地域づくりを支援できる体制づくりのための新たな取り組みとして「都道
府県主導型」を創設。

創設の背景

※厚生局主導型においても、従前どおり都道府県の積極的な関与が望まれる。41



7

（参考）地域づくり加速化事業 募集案内用チラシ

令和7年度 地域づくり加速化事業では、以下の３自治体を伴走支援の対象として選定し、訪問支援及び各支援の合間にオンライ
ンミーティング等を実施することにより支援を実施する予定
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令和7年度 九州厚生局の支援先

対象自治体 支援テーマ

大分県佐伯市 サービス・活動事業（サービス・活動Cの利用者数増加に向けた取組）

鹿児島県東串良町 生活支援体制整備事業

令和7年度 地域づくり加速化事業では、以下の３自治体を伴走支援の対象として選定し、訪問支援及び各支援の合間にオンライ
ンミーティング等を実施することにより支援を実施する予定

沖縄県恩納村
介護予防ケアマネジメント、サービス・活動事業（訪問型サービス・活動B、訪問型サービス・

活動D）、生活支援体制整備事業
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総合事業を活用した介護予防のための地域づくり①
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総合事業を活用した地域づくり②
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地域づくり加速化事業のコンセプト
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九州厚生局の支援先

対象自治体 支援テーマ

福岡県久留米市 介護予防ケアマネジメント、介護予防・生活支援サービス事業

福岡県香春町 介護予防・生活支援サービス事業、生活支援体制整備事業

佐賀県玄海町 介護予防・生活支援サービス事業、生活支援体制整備事業

【支援先】

（参考）支援スケジュール

自治体名 0.5mtg １回目支援 1.5mtg ２回目支援 2.5mtg ３回目支援

福岡県久留米市
8月7日（水）
15:00～16:30

10月３日（木）
10月18日（金）
10:00～11:30

11月8日（金）
12月24日（火）
15:00～16:30

2月5日（水）

福岡県香春町
8月5日（月）
13:30～15:00

10月2日（水）
11月11日（月）
13:30～15:00

12月17日（火）
1月14日（火）
13:30～15:00

1月30日（木）

佐賀県玄海町
7月31日（水）
14:00～15:30

10月10日（木）
11月11日（月）
15:30～17:00

12月23日（月）
1月2１日（火）
1３:00～1４:30

2月18日（火）

令和６年度 地域づくり加速化事業では、3自治体を伴走的支援の対象として選定し、全３回の訪問支援及び各支援の合間にオン
ラインミーティング等を実施することにより支援を実施。
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令和6年度 九州厚生局の支援先 ①

令和６年度 地域づくり加速化事業では、3自治体を伴走的支援の対象として選定し、全３回の訪問支援及び各支援の合間にオン
ラインミーティング等を実施することにより支援を実施。

・第１回目支援
庁内での現状と課題の共有、取組内容について戦略会議 等

・第２回目支援
地域包括支援センターへのヒアリング結果を踏まえ現状と課
題を整理し、意見交換、等

・第３回目支援
ロードマップ案について説明・意見交換、市の現状と通所C

を主軸とした総合事業の目指す姿を説明・意見交換 等
（令和6年度地域づくり加速化事業市町村支援に係る報告会（R7.3.7）

久留米市報告資料より）

【①福岡県久留米市】

【支援概要】
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令和6年度 九州厚生局の支援先 ②

令和6年度 地域づくり加速化事業では、3自治体を伴走的支援の対象として選定し、全３回の訪問支援及び各支援の合間にオン
ラインミーティング等を実施することにより支援を実施。

【②福岡県香春町】
【支援概要】

（令和6年度地域づくり加速化事業市町村支援に係る報告会（R7.3.7）

香春町報告資料より）

・第１回目支援
現状と課題の整理、町長との意見交換、今後の内容について
作戦会議 等

・第２回目支援
地域運営組織について情報共有、意見交換、今後の取組内容
について作戦会議 等

・第３回目支援
アドバイザーによる講演、意見交換、ロードマップについて
検討 等
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令和6年度 九州厚生局の支援先 ③

令和6年度 地域づくり加速化事業では、3自治体を伴走的支援の対象として選定し、全３回の訪問支援及び各支援の合間にオン
ラインミーティング等を実施することにより支援を実施。

・第１回目支援
現状と課題の整理、課題について意見交換 等

・第２回目支援
庁内連携についてＡＤから講演、庁内関係各課や関係事業所等
との意見交換 等

・第３回目支援
生活支援体制整備事業等についてＡＤから講演、地域の住民との
意見交換、社協や事業所等関係団体との意見交換 等

【③佐賀県玄海町】

【支援概要】

（令和6年度地域づくり加速化事業市町村支援に係る報告会（R7.3.7）

玄海町報告資料より）
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地域づくり加速化事業の成果物等

市町村における地域包括システムの構築・推進や総合事業の充実、また都道府県や地方厚生局による伴走的支援に資

するよう、これまでの「地域づくり加速化事業」の成果物等を掲載。

（令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（R7.3） より）
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2021年4月1日高齢者の保健事業と介護予防の一体
的実施について

九州厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課

52



１．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に

関する経緯
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する経緯

年度 関連事項

平成20年度 後期高齢者医療制度の施行（４月）

平成26年度 日本老年医学会による「フレイル」の提唱（５月）

平成27年度 経済財政諮問会議
◇フレイルに対する総合対策が言及される（５月）。改革工程表にフレイル対策の推進が示される（12月）。

後期高齢者の保健事業のあり方に関する研究（厚生労働科学特別事業）報告書
◇フレイルの概念整理、取組のエビデンス検討、ガイドラインの素案作成（～３月）

平成28年度 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正（４月施行）
◇高齢者の特性に応じた保健指導等が広域連合の努力義務とされる。

経済財政運営と改革の基本方針2016閣議決定（６月）
◇「フレイル対策については、ガイドラインの作成等や効果的な事業の全国展開等により推進する。」

高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ（７月～）
◇WG（３回）、作業チーム（２回）、モデル事業実施

平成29年度 高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ
◇WG（２回）、作業チーム（２回）、モデル事業実施

平成30年度 高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ
◇高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン策定（４月）
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議（９～12月）

令和元年度 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部改正（５月公布）
◇市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築等

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に向けたプログラム検討のための実務者検討班（５～９月）

高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ
◇高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン改定［第２版］（10月）

令和２年度 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部改正（４月施行）
◇高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 開始
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２．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

○高齢者の医療の確保に関する法律 ○国民健康保険法 ○介護保険法

第１２５条 後期高齢者医療広域連合は、高
齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康
相談、健康診査及び保健指導並びに健康管
理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努
力についての支援その他の被保険者の健康
の保持増進のために必要な事業（以下「高
齢者保健事業」という。）を行うように努
めなければならない。

３ 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健
事業を行うに当たつては、市町村及び保険
者との連携を図るとともに、高齢者の身体
的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高
齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険
者の状況に応じたきめ細かなものとするた
め、市町村との連携の下に、市町村が実施
する国民健康保険法第八十二条第五項に規
定する高齢者の心身の特性に応じた事業（
次条第一項において「国民健康保険保健事
業」という。）及び介護保険法第百十五条
の四十五第一項から第三項までに規定する
地域支援事業（次条第一項において「地域
支援事業」という。）と一体的に実施する
ものとする。

第８２条 市町村及び組合は、特定健康診
査等を行うものとするほか、これらの事業
以外の事業であつて、健康教育、健康相談
及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予
防に係る被保険者の自助努力についての支
援その他の被保険者の健康の保持増進のた
めに必要な事業を行うように努めなければ
ならない。
５ 市町村は、第一項の規定により市町村
が行う被保険者の健康の保持増進のために
必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に
応じた事業を行うに当たつては、高齢者の
医療の確保に関する法律第百二十五条第一
項に規定する高齢者保健事業及び介護保険
法第百十五条の四十五第一項から第三項ま
でに規定する地域支援事業と一体的に実施
するよう努めるものとする。

第１１５条の４５
６ 市町村は、地域支援事業を行うに当た
っては、高齢者保健事業（高齢者の医療
の確保に関する法律第百二十五条第一項
に規定する高齢者保健事業をいう。以下
この条及び第百十七条第三項第九号にお
いて同じ。）を行う後期高齢者医療広域
連合（同法第四十八条に規定する後期高
齢者医療広域連合をいう。以下この条に
おいて同じ。）との連携を図るとともに
、高齢者の身体的、精神的及び社会的な
特性を踏まえ、地域支援事業を効果的か
つ効率的で被保険者の状況に応じたきめ
細かなものとするため、高齢者保健事業
及び国民健康保険法第八十二条第五項に
規定する高齢者の心身の特性に応じた事
業（同号において「国民健康保険保健事
業」という。）と一体的に実施するよう
努めるものとする。

高齢者保健事業（後期高齢者）＋国民健康保険保健事業(国保）＋地域支援事業（介護保険）

３事業の「一体的実施」
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⚫ 広域連合が高齢者保健事業を国民健康保険保健事業及び介護予防の取組と一体的に実施する取組が
令和２年４月から開始された。

⚫ 広域連合は、その実施を構成市町村に委託することができる。

医
療
保
険

介
護
保
険

被用者保険
（健保組合、協会けんぽ）

後期高齢者医療
（広域連合）

国民健康保険
（市町村）

○特定健診、特定保健指導

○重症化予防（糖尿病対策等）等

７５歳

６５歳

介護保険の介護予防等
（市町村）

事業の接続が必要

○一般介護予防事業
（住民主体の通いの場）等

フレイル状態に
着目した疾病予
防の取組が必要

退職等

▼保健事業と介護予防の現状と課題 ▼一体的実施イメージ図

保健事業 介護予防の事業等

生活機能
の改善

疾病予防・
重症化予防

かかりつけ医等

通いの場等
への関与

アウトリー
チ支援等

・ 栄養・口腔・服薬の訪問
相談・保健指導等

・ 糖尿病対策等生活習慣病
の重症化予防 等

地域を担当する

医療専門職※

企画調整を行う

医療専門職※

※新たに配置

・ 介護予防の通いの場等に
おいて、運動・栄養・口腔
のフレイル予防

・ 通いの場等において、高
齢者の全身状態を把握 等

高齢者医療課調べ（令和６年11月時点）

5

○健康診査、重症化予防

○ 令和６年度において、ほぼ全ての市町村において一体的な実施を展開済み。

○令和７年度以降においては、実施市町村における取組の量の増加と質の向上を目指す。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施
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疾病予防・
重症化予防

生活機能の改善

高齢者

※フレイルのおそ
れのある高齢者
全体を支援

保健事業
介護予防の事業等

医療・介護データ解析

④多様な課題を抱える高齢者や、
閉じこもりがちで健康状態の不明
な高齢者を把握し、アウトリーチ
支援等を通じて、必要な医療サー
ビスに接続。

②高齢者一人ひとりの医療・介護等の情報を一括把握
③地域の健康課題を整理・分析

かかりつけ医等

⑥社会参加を含む
フレイル対策を
視野に入れた取
組へ

⑧通いの場への参加勧奨や、事業内容
全体等への助言を実施

①市町村は次の医療専門職を配置
・事業全体のコーディネートや企画調整・分

析を行うため、市町村に保健師等を配置
・高齢者に対する個別的支援や通いの場等

への関与等を行うため、日常生活圏域に保
健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士等を配置

⑦医療専門職が、
通いの場等にも
積極的に関与

⑤国民健康保険と後期高齢者
医療制度の保健事業を接続

⑨民間機関の連携等、通い
の場の大幅な拡充や、個
人のインセンティブとな
るポイント制度等を活用

国保中央会・国保連が、
分析マニュアル作成・市町
村職員への研修等を実施

要介護
認定

介護
レセ

後期高
齢者の
質問票

⑪通いの場に、保健医療の視点からの支援
が積極的に加わることで、

・通いの場や住民主体の支援の場で、専門
職による健康相談等を受けられる。

・ショッピングセンターなどの生活拠点等
を含め、日常的に健康づくりを意識でき
る魅力的な取組に参加できる。

・フレイル状態にある者等を、適切に医療
サービスに接続。

健診
医療
レセ

～2024年度までに全ての市区町村において一体的な実施を展開（健康寿命延伸プラン工程表）～

経費は広域連合が交付
(保険料財源＋特別調整交付金)

⑩市民自らが担い手
となって、積極的
に参画する機会の
充実

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（市町村における実施のイメージ図）

○企画・調整・分析等を行う医
療専門職の配置

○日常生活圏域に医療専門職の
配置
等に要する費用（委託事業費）

市町村が一体的に実施

・健診結果等を活用した保健指導
・かかりつけ医と連携した疾病管理や重症化予防
・健康教育、健康相談、適切な受診勧奨等
・介護予防との一体的なフレイル予防（運動・

栄養・口腔等）の取組

658
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３．一体的実施の推進に向けた体制整備
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一体的実施の推進に向けた体制整備

8

⚫ 高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、高齢者の保健事業について、広域連合と市町村の連携内容を明示し、
市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施。

事例の横展開・県内の健康課題の俯瞰的把握・
事業の評価 等

○ 保健事業の指針にお
いて、一体的実施の
方向性を明示

○ 具体的な支援メ
ニューをガイドライ
ン等で提示

○ 特別調整交付金交付

○ エビデンスの収集

○ 高齢者医療、国保、健康づくり、介護等庁内各部局間の
連携体制整備

○ 一体的実施に係る事業の基本的な方針を作成

○ 一体的実施に係る事業の企画・関係団体との連携

○ 介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組
の実施

（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場への参画 等

※広域連合に被保険者の医療情報等の提供を求めることができる

※広域連合のヒアリング等を通した事業内容の調整

※データの一体的分析により地域課題を把握、広域連合からの提供データも活用

※地域ケア会議等も活用

広域連合国（厚生労働省）

市町村

都道府県
保健所

○ 広域計画に、広域連合と市町村の連携内容を規定

○ データヘルス計画に、事業の方向性を整理

○ 事業の実施に必要な費用を委託事業費として交付

○ 構成市町村にヒアリング

○ 構成市町村へのデータ提供

○ 構成市町村の事業評価の支援

○ 企画段階から取組に
ついて調整

○ 取組への助言・支援

○ かかりつけ医等との
連携強化 等

○ 事業の実施状況等を
報告し、情報共有

委託

医療関係団体

○ 研修指針の作成

○KDBシステムのデータ提供
○市町村、広域連合に向けた研修の実施
○保健事業支援・評価委員会による支援

国保連合会

国保中央会

技術的援助
・協力

KDBシステム
の活用支援

広域性を活か
した支援

事業の報告

○ 特別調整交付金審
査事務

○ 実施状況調査・ヒ
アリング

厚生（支）局

出典：高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第２版（一部改変）

令和３年～
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企画・調整等を担当する医療専門職 地域を担当する医療専門職

✓ 市町村ごとに委託事業費を交付
※事業を実施する日常生活圏域数により上限人数を設定

✓ 市町村ごとに事業を実施する日常生活圏域数
に応じて委託事業費を交付

医師・保健師・管理栄養士
※正規職員を念頭（原則、専従）

保健師、管理栄養士、歯科衛生士、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等

※常勤・非常勤いずれも可

※個別的支援と併せて、通いの場等への関与を実施

※企画・調整等の一環として関連業務に従事することは可

（１）事業の企画・調整等
• KDBシステムを活用した分析・健康課題の明確化
• 庁内外の関係者間の調整、地域医療関係団体との連携
• 事業全体の企画・立案・調整・分析
• 通いの場等への関与に向けた事業計画の策定
• 国保保健事業（重症化予防など）と連携した事業計画の策定
• かかりつけ医等との進捗状況等の共有

（２）ＫＤＢシステムを活用した地域の健康課題の分析・対象
者の把握

• 医療、健診、介護情報等を整理・分析、重点課題の明確化
• 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の分析結果も活用して、

地域健康課題の整理・分析
• 医療・介護の情報を分析し、支援対象者の抽出と事業へのつ

なぎ

要介護
認定

介護
レセ

健診
医療
レセ

K D Bシステム

フレイル
状態の

チェック

（３）医療関係団体等との連絡調整
• 事業の企画段階から相談等
• 事業の実施後においても実施状況等について報告

⚫ 高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ）

ア．低栄養防止・重症化予防の取組（かかりつけ医と連携した
アウトリーチ支援）

（a）低栄養に関わる相談・指導
（b）口腔に関わる相談・指導
（c）身体的フレイル（ロコモを含む）に関わる相談・指導
（b）生活習慣病等の重症化予防に関わる相談・指導

イ．重複投薬・多剤投与等への相談・指導の取組

ウ．健康状態が不明な高齢者の状態把握・受診勧奨等・必要な
サービスへの接続

⚫ 通いの場等への積極的な関与
（ポピュレーションアプローチ）

介護予防
（地域リハビリテーション活動

支援事業等）の取組と
一体的に実施

ア．フレイル予防の普及啓発、運動・栄養・口腔等取組等の健康
教育・健康相談を実施。

イ．フレイル状態の高齢者を把握し、低栄養や筋力低下等の状態
に応じた保健指導や生活機能向上の支援等を行う。

ウ．健康に関する相談や不安等について日常的に気軽に相談が行
える環境づくりの実施。

※取組により把握された高齢者の状況に応じて、健診や医療の受診勧奨、
介護サービスの利用勧奨などを行う。 961



改定のポイント

高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン（第３版）の改定について

10

検討経緯等

高齢者の保健事業のあり方検討WG

（ねらい）

○ 計画策定や保健事業運営の負担が軽
減されるだけでなく、共通の評価指標
を用いることで実績を比較可能とする。

○ 効果的な保健事業（方法・体制）を
パターン化することにより、事業効果
を向上させる。

・策定段階での考え方のフレームの提示

・総合的な評価指標としての共通評価指標
の設定

・総合的な評価指標と個別事業の提示

・個別事業の評価指標例をアウトプット・
アウトカムに区分

・総合的な評価指標に関し、確認すべき
データの提示

2024年６月

第46回保険者による健診・保健指導等に関する検討会

（報告）

高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第３版

検討有識者会議

高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第２版（令和元年10月）及び高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第２版（補足版)（令和４年３月）
を統合し、一体的実施の進捗状況、データヘルス計画策定の手引きの改訂、厚生労働科学研究の成果等を踏まえ改定。

健診・医療・介護データから対象者を簡易にリスト化し、事業実施・評価を可能とする
一体的実施・KDB活用支援ツール・解説書を提供。

■データヘルス計画における標準化の推進

（対応）

■体制整備・関係団体との連携

■厚生労働科学研究の成果

令和２年～４年度厚生労働行政推進調査事業日補助金政策科学総合研究事業
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための研究」

（研究代表：津下一代）

地域支援事業や通いの場等の介護部門、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ

薬局等や、関係団体との連携について追記。

（第15回：2023年９月14日開催／第16回：2024年３月15日開催)

第１回：2023年11月７日開催
第２回：2023年12月25日開催
第３回：2024年３月28日開催

✓ データヘルス計画における標準化の推進、共通評価指標に関する追記

✓ 一体的実施推進のための体制整備、役割の明確化及び関係団体との連携に関する追記

✓ 効果的な保健事業の実践に向けた、厚生労働科学研究成果の反映及び好事例の提示
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４．一体的実施の実施状況及び実施予定等

1163



98.2%

1709

1.1%

19

0.6%

11

0.1%

2

令和６年度までに受託開始している

令和７年度受託予定

令和７年度以降受託未定

過去に受託していたが、現在は中止

（今後も未定）

（令和６年度一体的実施実施状況調査）
一体的実施の実施状況及び実施予定

（N=1,741）

出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（市町村票） 12

⚫ 本年度（令和６年度）までに一体的実施を受託開始した市町村は1,709市町村（98.2％）であった。

⚫ 一体的実施を受託していない市町村で令和7年度受託予定は19市町村（1.1％）であった。

⚫ 受託予定時期が決まっていない市町村は13市町村（0.7％）であった。

・小規模（人口1.5万人未満）：11市町村

市町村票

・中規模（人口1.5～5万人） ： 1市町村
・小規模（人口1.5万人未満）：1市町村

※ 人口順に市町村を並べ、およそ3分されるように1.5万人と5万人で区切りを設定した

※受託未定には過去受託していたが、現在は中止、今後も未定２市町村を含む
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（令和６年度一体的実施実施状況調査）

都道府県別の一体的実施の実施状況及び実施予定  【速報値】

⚫ 令和７年度にすべての市町村で実施（予定を含む）している広域連合は41（全広域の約87％）であった。実施予定
なし（過去に受託していたが、今後も未定の場合も含む）は13市町村（全市町村の約0.7％）であった。

（N=1,741）

13出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（市町村票）

■令和６年度までに受託開始している ■令和７年度受託予定 ■令和７年度以降受託未定 ■過去に受託していたが、現在は中止（今後も未定）

市町村票
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後期高齢者の質問票

類型化 No 質問文 回答

健康状態 １ あなたの現在の健康状態はいかがですか
①よい ②まあよい ③ふつう
④あまりよくない ⑤よくない

心の
健康状態

２ 毎日の生活に満足していますか
①満足 ②やや満足
③やや不満 ④不満

食習慣 ３ １日３食きちんと食べていますか ①はい ②いいえ

口腔機能
４

半年前に比べて固いもの（＊）が食べにくくなりましたか
＊さきいか、たくあんなど

①はい ②いいえ

５ お茶や汁物等でむせることがありますか ①はい ②いいえ

体重変化 ６ ６カ月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか ①はい ②いいえ

運動・転倒

７ 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか ①はい ②いいえ

８ この1年間に転んだことがありますか ①はい ②いいえ

９ ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか ①はい ②いいえ

認知機能
10

周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあ
ると言われていますか

①はい ②いいえ

11 今日が何月何日かわからない時がありますか ①はい ②いいえ

喫煙 12 あなたはたばこを吸いますか
①吸っている ②吸っていない
③やめた

社会参加
13 週に1回以上は外出していますか ①はい ②いいえ

14 ふだんから家族や友人と付き合いがありますか ①はい ②いいえ

ソーシャル
サポート

15 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか ①はい ②いいえ

質問票の内容

⚫ 本質問票を用いた評価は、健診の際に活用されることを想定してい
るが、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）にお
ける通いの場やかかりつけ医の医療機関など、様々な場面で健康状
態が評価されることが期待される。

①健診の場で実施する
⇒健診を受診した際に、本質問票を用いて健康状態を評価する。

健診時は多くの高齢者にアプローチができる機会である。
②通いの場（地域サロン等）で実施する
⇒通いの場等に参加する高齢者に対して本質問票を用いた健康評価を

実施する。
③かかりつけ医（医療機関）等の受診の際に実施する
⇒医療機関を受診した高齢者に対して、本質問票を用いた健康評価を

実施する。

⚫ フレイルなど高齢者の特性を踏まえ健康
状態を総合的に把握するという目的から、

⑴健康状態、⑵心の健康状態、⑶食習慣、
⑷口腔機能、⑸体重変化、⑹運動・転倒、
⑺認知機能、⑻喫煙、⑼社会参加、
⑽ソーシャルサポート

の10類型に整理した。
⚫ 高齢者の負担を考慮し、質問項目数を

15項目に絞り込んだ。

質問項目の考え方

１）特定健康診査の「標準的な質問票」に代わるものとして、後期高齢者に対する健康診査（以下：健診）の場で質問票を用いた問診（情報収集）を実施し、
高齢者の特性を踏まえた健康状態を総合的に把握する。

２）診療や通いの場等においても質問票を用いて健康状態を評価することにより、住民や保健事業・介護予防担当者等が高齢者のフレイルに対する関心を高
め、生活改善を促すことが期待される。

３）質問票の回答内容とKDBシステムから抽出した健診・医療・介護情報を併用し、高齢者を必要な保健事業や医療機関受診につなげ、地域で高齢者の健康
を支える。

４）保健指導における健康状態のアセスメントとして活用するとともに、行動変容の評価指標として用いる。
５）KDBシステムにデータを収載・分析することにより、事業評価を実施可能とし、PDCAサイクルによる保健事業に資する。

後期高齢者の質問票の役割

14

質問票を用いた健康状態の評価
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（令和６年度一体的実施実施状況調査）
ハイリスクアプローチの実施項目【速報値】

15

⚫ 多くの項目において、実施市町村数は増加している。
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（令和６年度一体的実施実施状況調査）
ポピュレーションアプローチの実施項目  【速報値】

16

⚫ すべての項目において、実施市町村数は増加している。

ポピュレーションアプローチの実施項目

出典：令和６年度一体的実施実施状況調査（市町村票）
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（令和５年度一体的実施実施状況調査）

KDBシステムの活用における課題  【速報値】

出典：令和５年度一体的実施実施状況調査（市町村票）
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（N＝1,741）複数回答

⚫ KDBシステム活用における課題について、「KDBの機能を十分理解して活用することが難しい」が1,407市町村で
最も多く、次いで「データを二次加工するための統計分析に関するスキルが不足」が1,215市町村、「データを二
次加工するためのデータ編集に関するスキルが不足」が1,160市町村であり、活用のための知識・スキルに関する
課題が上位を占めている。

市町村票
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実施状況調査から見えた課題と対応

市町村の課題 対応

⚫ 企画・調整を担当する医療専門職の確保が困難

⚫ 地域を担当する医療専門職の確保が困難

⚫ 目標・評価指標の設定、医療機関との連携・調整、事業実
施後の評価・改善策の立案が課題

⚫ 関係部署間での庁内連携が課題

⚫ 医療関係団体と連携していない市町村も多い

⚫ データヘルス計画の説明を受けていない市町村も多い

広域連合の課題

⚫ 市町村における専門職等の人員体制の確保への支援

⚫ 市町村の専門職不足への対応と市町村の負担軽減

⚫ データヘルス計画評価時に評価結果の妥当性を担保する仕
組みがない、指標・目標が評価しづらい

⚫ 標準化を進めるうえで構成市町村が独自の抽出基準や評価
基準を使用しているため、標準化を求める説明が困難

⚫ 特別調整交付金の申請様式の変更

⚫ 一体的実施計画書・実績報告書集約ツールの作成

⚫ 「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第３
版」の策定

⚫ 一体的実施・KDB活用支援ツールの開発・解説書の公表
（R３年度）

⚫ 一体的実施・実践支援ツールの開発・解説書の公表
（R4・R5年度）

⚫ 高齢者の保健事業・一体的実施研修会の実施、アーカイ
ブ配信

⚫ 厚生局単位、広域単位の意見交換会・事例発表会

⚫ 外部の関係機関・関係団体との連携 事例集の公表

⚫ 標準化に向けた事業のあり方の整備
・健診受診対象者の明確化
・健診受診率の算出方法の統一
・データヘルス計画策定におけるハイリスク者数把握法

の手順の提示
・標準化の重要性及びその方法についての周知

・KDB活用支援ツールを用いたハイリスク者割合の把握

及び一体的実施計画書・実績報告書の様式への反映

・一体的実施実施計画書・実績報告書の集約データベー

ス、集約レポートの提供
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･実施主体：国保中央会

国保連合会

･補助率 ：定額

･事業実績：全広域連合及

び全市町村等を対象に

実施。

･一体的実施市町村数：

１，０７２（令和４年度）

１，３９６（令和５年度）

１，７０８（令和６年度）

※令和６年度は、速報値。

３ 実施主体等２ 事業の概要・スキーム

令和２年度より開始された「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施※」について、令和６年度までに全ての市
町村において取組が実施されるよう取り組むとともに効果的な事例の横展開を図る。

※高齢者の心身の多様な課題に対してきめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業について、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施。

１ 事業の目的

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の全国的な横展開事業
保険局高齢者医療課（内線3190）

令和７年度予算 1.０億円（1.0億円）※（）内は前年度当初予算額

厚生労働科学研究事業

・一体的実施の事業検証
・KDB二次加工ツールの検証 等
⇒広域・市町村における事業開始の促進、一体的

実施の課題の整理

国（厚生労働省）

KDBシステム二次加工ツールの活用

⚫ 業務の簡素化･標準化
・優先介入対象リストの自動作成等、経験の浅い職員でも

課題把握・課題解決を可能に

広域連合及び市町村が一体的実施に
取り組むための支援

① 広域連合・市町村向け研修会・セミナーの開催
② 保険者等の取組・KDB活用事例の収集
③ 支援・評価委員会との連携・活用
④ 個別自治体への支援 等

国保連合会

サポート

国保・高齢者医療を通じた

健康課題への対応

国保連合会による広域連合と市町村の
保健事業実施に係る支援をサポート

① ワーキンググループの開催
② 国保連合会・広域連合・都道府県等に対する市町村

支援等に関する研修会の開催
③ 一体的実施・KDBシステム活用事例等発表会
④ KDB二次加工ツールの充実
⑤ 一体的実施の全国的な横展開支援 等

国保中央会

研究
成果

⚫ 広域連合・市町村のPDCA支援
・ツール等の活用を通したPDCAの推進、効率的な業務改善、

成果指標の抽出等

⚫ インセンティブの強化
・PDCAと保険者インセンティブ指標の連動による取組の強化

連携

報告・相談

広域連合が市町村に事業の一部を委託し、高齢
者の保健事業と介護予防を一体的に実施する。

広域連合・市町村

サポート
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一体的実施・K D B活用支援ツール（概要）

⚫ 一体的実施の推進には、KDBシステム等を活用し、地域の健康課題の適切な分析・見える化、データ分析に基づく保健事業
の提案、対象者抽出を含む効果的な事業展開（評価指標の標準化）等を実施していくことが求められるが、KDBの活用にお
いては、KDBシステムの機能の理解、データの活用等が課題として挙げられている。

⚫ 「一体的実施・KDB活用支援ツール」を開発し、事業の対象者リストを自動作成する等により業務の簡素化・標準化を図り、
広域連合・市町村における一体的実施の推進を支援する（令和４年３月末に配布）。

KDBシステム

一体的実施・
KDB活用支援ツール ①抽出目的の選択

②抽出条件の設定

対象者
リスト

③CSV出力

1 一体的実施・KDB活用支援ツールのイメージ

広域連合・市町村

国保連合会

２ 抽出される支援対象者と支援の目的

１ 低栄養 低栄養状態の可能性のある者を抽出し、低栄養防止の取組につなげる ６

重症化
予防

血糖・血圧コントロール不良かつ薬剤処方がない者を医療機関受診に
つなげる

２ 口腔
オーラルフレイル・口腔機能低下者を抽出して歯科受診につなげ、口
腔機能低下防止を図る

７
糖尿病、高血圧症で薬剤を中止している者に対して健康相談を行い、
健診受診につなげる

３
服薬

(多剤)
多剤投薬者を抽出し、服薬指導・服薬支援につなげることで、残薬を
減らすとともに、転倒等の薬物有害事象を防止する

８
糖尿病等の基礎疾患があり、フレイル状態にある者を抽出、通いの場
等の介護予防事業につなげる

４
服薬

(眠剤)
睡眠薬服用者を抽出し、服薬指導・服薬支援につなげることで、残薬
を減らすとともに、転倒等の薬物有害事象を防止する

９
腎機能不良かつ医療機関への受診がない者に受診勧奨を行い、透析を
予防する

５
身体的

フレイル
(ロコモ含)

身体的フレイル（ロコモティブシンドローム含）のリスクがある者を
抽出し、予防につなげる

10
健康状態
不明者

健康状態不明者に対するアウトリーチ等により健康状態等を把握し、
必要な支援を行う

※抽出条件は、政策科学推進研究事業「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための研究」（研究代表者：津下一代）により検討した
ものを規定値として使用。

※同研究にて、抽出根拠や活用法をまとめた解説書を作成し、提供済（令和４年２月）。令和４年度には、本ツールから出力可能なCSVファイルを活用した
実践支援ツール（試行版）を提供し、より積極的な活用法と保健事業の進め方を解説予定。（令和５年３月）

【画面と操作のイメージ】

①抽出目的の選択
②抽出条件の設定

③CSV出力

※抽出条件は可変

20

令和４年度

対象者リストを活用した

実践支援ツールを作成
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高齢者保健事業の「目的」からみた一体的実施

21

高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引きより

○ 一体的実施は「高齢者保健事業の中心」

【高齢者保健事業の目的】
○ 生活習慣病を初めとする疾病の発症や重症化の予防及び心身機能の低下を防止

し、できる限り長く在宅で自立した生活を送ることのできる高齢者を増やすこと
が最大の目的。

○ 効果的な保健事業の実施により、生涯にわたる健康の保持増進、生活の質
（QOL)の維持及び向上が図られ、結果として、医療費の適正化、要介護認定率
の低下や介護給付費の減少に資すると考えられる。
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高齢者保健事業における目標設定の考え方

22

⚫ 適切な受診等への支援を含む高齢者保健事業の最終的な目的は、生活習慣病等の重症化予防と高齢による

心身機能の低下防止により、自立した生活が送れる高齢者が増加すること。

虚弱（フレイル）高齢者や在宅療養高齢者等への健康支援

高齢者の健康状態・フレイルの状態、生活状況等の包括的な把握

適正受診
適正服薬

栄養
食生活

禁酒
適正飲酒

口腔機能
運動

リハビリ
外出

社会参加

健康状態に課題がある高齢者の減少 心身機能が低下した高齢者の減少

フレイル（虚弱）の進行の防止

生活習慣病等の重症化予防 高齢による心身機能の低下防止
（老年症候群）

自立した生活がおくれる高齢者の増加

未治療者・健康状態不明者・治療中断者等の把握

適切な医療・介護サービス等への接続・健診・高齢者保健事業への接続

相互に影響

服薬状況
慢性疾患の

コントロール
低栄養 口腔機能 認知機能 運動機能

適切な受診等への支援

支援回数、支援人数・割合
サービス別の紹介件数
紹介先の対応状況
通いの場等の新規参加者数・割合

アウトプット指標
健康状態不明者の人数・割合、
治療中断者の人数・割合
治療中断者のうち治療再開した人数・割合
未治療によるコントロール不良者の人数・割合
未治療によるコントロール不良者のうち医療機関を
受診した人数・割合
支援対象者の健診受診人数・割合

アウトカム指標

医療・介護データ（入院率・入外比、総医療費、疾病別医療費、要介護度）

質問票（生活自立度）

介護データ（要介護度、介護理由）
質問票（生活機能）、肺炎、骨折・転倒、認知症等

健診データ受診
状況

受療状況
質問票

質問票

健診データ
（体重変化）
受診状況

質問票
歯科受診状況

質問票
医科（認知症）

介護認定

質問票
医科（運動器）

介護認定

医療レセプト（入院率・入外比、総医療費、疾病別医療費）、
健診・質問票（生活習慣）

出典：高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第３版74



⚫ 後期高齢者の保健事業については、データヘルス計画(国保・後期）の在り方に関する検討会における議論を踏まえ、令和
５年３月30日に「高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き」を改訂した。各広域連合においては令
和６年度から第３期データヘルス計画が開始となる。

⚫ 第３期データヘルス計画においては、標準化を推進し、総合的な評価指標としての共通評価指標の設定とともに、健康課題
解決につながる計画を策定するための考え方のフレームとして、計画様式にて作成いただくこととした。

第３期データヘルス計画について

23
出典：東京大学未来ビジョン研究センター
「都道府県による第3期データヘルス計画策定支援について」

データヘルス計画 標準化の要素

■健康課題解決につながる計画を策定するためのフレーム（構造的な計画様式）

Ⅰ 基本的事項
シート

Ⅱ 健康医療情
報等の分析と
課題シート

Ⅲ 計画全体
シート

Ⅳ 個別
Ⅳ 個別

Ⅳ 個別事業
シート

Ⅴ その他シート
（公表･周知･情
報の取扱い等）

■データヘルス計画の標準化のねらいと対応

○ 計画策定や保健事業運営の負担が軽減され
るだけでなく、共通の評価指標を用いること
で実績を比較可能とする。

○ 効果的な保健事業（方法・体制）をパター
ン化することにより、事業効果を向上させる。

・策定段階での考え方のフレーム
   の提示
・総合的な評価指標としての共通
   評価指標の設定
・総合的な評価指標と個別事業の
   提示
・個別事業の評価指標例をアウト
   プット・アウトカムに区分
・総合的な評価指標に関し、確認
   すべきデータの提示
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データヘルス計画の評価指標等について

24

評価指標 設定のポイント

○ 広域連合が既存のデータベースシステム又は統計で確認できる

総合的な評価指標
（共通評価指標）

健診受診率

歯科健診実施市町村数・割合

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している
市町村数・割合

アウト

プット

以下の保健事業（ハイリスクアプローチ）の実施市町村数・割合

・低栄養

・口腔

・服薬（重複・多剤等）

・重症化予防（糖尿病性腎症）

・重症化予防（その他 身体的フレイルを含む）

・健康状態不明者対策

 ※各事業対象者の抽出基準は問わない

アウト

カム

平均自立期間（要介護2以上）

ハイリスク者割合(一体的実施支援ツールの抽出基準に該当する者の割合)

・低栄養

・口腔

・服薬（多剤）

・服薬（睡眠薬）

・身体的フレイル（ロコモ含む）

・重症化予防（コントロール不良者）

・重症化予防（糖尿病等治療中断者）

・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

・重症化予防（腎機能不良未受診者）

・健康状態不明者対策

策定の際に確認が必要なデータ例※

１人当たり医療費

１人当たり医療費（入院）

１人当たり医療費（外来）

１人当たり医療費（歯科）

１人当たり医療費（調剤）

疾病分類別医療費

介護給付費

上手な医療の
かかり方

後発医薬品の使用割合

重複投薬患者割合

個別事業（一体的実施）の
評価指標例

低栄養
重症化予防

（糖尿病性腎症）

口腔
身体的フレイル
（ロコモ含）

服薬（多剤） 健康状態不明者対策

健診の対象外とする者の設定が統一されていない
⇒ 対象外の者について設定し、分母を統一

※広域連合による保健事業の実施以外の要因
が大きいこと等により、共通の評価指標とし
て設定しないが、各広域連合が評価指標とし
て設定することも差し支えない。

※各広域連合が、上記以外の評価指標を設定することも差し支えない。 76



個別事業（一体的実施）の評価指標例

25

服薬指導（多剤） 口腔 身体的フレイル

アウト
プット

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者の人
数・割合

アウト
カム

• 介入前後３ヶ月の受診状況（受診医療機関
数、受診回数）

• 介入前後３ヶ月の処方薬剤数が15剤以上の
人数、割合

※特定の月のみ多い・少ないという状況も想
定されるため、介入前３月分と、介入後３月
分を評価することが重要

• 歯科医療機関の受診状況

• 後期高齢者の質問票（４咀嚼「はい」・５
嚥下「はい」）と回答した者の人数、割合

• （介入者のうち、誤嚥性肺炎の既往がある
者については）介入１年後の誤嚥性肺炎の
罹患状況

• １年後の要介護認定の状況

• 適切なサービス（専門職、地域支援事業
等）へつながっている人数、割合

• 後期高齢者の質問票（①健康状態「４、
５」かつ⑦歩行速度「はい」または⑦歩
行速度「はい」かつ⑧転倒の該当者「は
い」）と回答した者の人数、割合

• １年後の要介護認定の状況

低栄養 糖尿病性腎症重症化予防 健康状態不明者対策

アウト
プット

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者（個別支
援・受診勧奨）の人数・割合

• 支援対象者のうち、現状把握ができた者
の人数・割合

• 医療・介護等の支援へつなぐ必要がある
と把握された者の人数

アウト
カム

• 体重が維持(±0.9kg)・改善(＋1kg)できた者
の人数・割合

• 低栄養傾向（BMI 20以下）の者の人数、割
合

• １年後の要介護認定の状況

• 受診勧奨事業：対象者のうち、受診した
者（服薬治療を開始した者、傷病名＋
（検査、生活習慣病管理料）等で受診が
確認できた者）の人数、割合

• 治療中断者のうち健診又は受診につな
がった者（服薬治療を再開した者、傷病
名＋（検査、生活習慣病管理料）等で受
診が確認できた者）の数・割合

• HbA1ｃ≧8.0％の人数、割合の変化
• SBP≧160orDBP≧100以上の割合の変化

• 健診受診した者の人数・割合
• 医療・介護サービス等が必要と判断され

る者のうち、医療・介護サービス等につ
ながった者の人数・割合

令和５年2月21日

資料１
第３回 高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）

策定の手引きに係るワーキンググループ
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５．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

事例

2978



岐阜県各務原市
ー専門職による充実したメニューと住民とともに取り組むフレイル予防の推進ー

市 の 概 況 ( 令 和 ６ 年 4 月 1 時 点 )

人 口 144,451人

高 齢 化 率 28.8％

後 期 被 保 険 者 数 24,360人

日 常 生 活 圏 域 数 ７圏域

健康福祉部
高齢福祉課

市民生活部
医療保険課

健康福祉部
健康管理課

企画・調整担当
介護予防

国保・後期高齢者
医療担当

⚫ 庁内連携
対象者の抽出条件や介入方法等、細部を
検討できるよう課を跨いだ連携会議を実
施。

⚫ 医療関係団体等との連携
・市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会
   会議等において、事業の実施方法等に
   ついて助言。

・岐阜県歯科衛生士会
フレイルチェックの実施協力。

・岐阜県リハビリテーション協議会
フレイル予防推進委員会において、事

   業の実施方法等について助言。

・地域包括支援センター
  フレイルチェックの実施協力、ハイリ
  スクアプローチ支援者引継ぎ、月1回の
  会議にて課題検討。

・中部学院大学、東海学院大学
フレイル予防講演会、フレイル予防料

  理教室の実施。

企画調整・関係機関との連携

実施体制

保健事業担当
保健指導等

⚫ 低栄養：管理栄養士により６か月間で訪問３回+電話2回

⚫ 口腔：歯科衛生士により3か月間で訪問３回+電話2回

⚫ 身体的フレイル：理学療法士により3か月間で訪問4回
後期高齢者健診の結果及びフレイルチェック（通いの場等での
ポピュレーションアプローチ）の結果（口腔と身体的フレイル
はフレイルチェック結果のみ）より対象者を抽出。アセスメン
ト、目標、行動計画の立案、中間評価、最終評価を行う。

⚫ 重症化予防（糖尿病性腎症及びその他生活習慣病）
後期高齢者健診データ及びレセプトデータより抽出した対象者
に対し、受診勧奨通知を送付。その後、受診をしていない方に、
保健師及び管理栄養士が、電話及び訪問にて受診勧奨を実施。
生活状況の聞き取りや必要に応じて保健指導を実施する。

⚫ 健康状態不明者対策
KDB活用支援ツール及び介護予防事業参加状況等が登録されて
いる健康管理システムより抽出した対象者へ後期高齢者の質問
票を送付。フレイル該当者には医療専門職により、リスクに応
じた電話や訪問指導、質問票未回答者には訪問にて質問票の聞
き取りを行い、生活状況の確認及びフレイル予防・健診のチラ
シ配布を行う。また、必要に応じて適切な支援、地域のサービ
ス等につなげる。

ハイリスクアプローチ

⚫ 健康教育・健康相談
・通いの場等において、医療専門職によるフレイル予防講話を行い、フレ
イル予防の概要や取組方法を紹介。（フレイルチェックと同時実施）
・フレイル予防サポーター（フレイルチェック事業における参加者の測定
をサポートする）の養成研修を開催し、市民の互助を強化。
・フレイル予防アドバンスサポーター（自主的なフレイル予防の普及啓発
活動、フレイルチェック事業を主体的に運営する）の養成研修、サポー
ター同士が市のフレイル予防事業・フレイルチェックのあり方について協
議する交流会・研修会を開催。
・フレイル予防の普及啓発のため、看護学科や理学療法学科、管理栄養学
科のある市内の大学と連携し、講演会や料理教室等の事業を実施。

⚫ フレイル状態の把握
健康教育・健康相談と同時に、
フレイルチェック事業として、
市オリジナル指標の「からだ測
定」を実施し、日常生活の振り
返りと今後のフレイル予防に向
けた生活目標の設定を行う。

⚫ 気軽に相談できる環境づくり
通いの場代表者が集まる会にて、
チラシ配布、事業紹介。

ポピュレーションアプローチ

⚫ 市民の健康づくりや介護予防の取組は各担当課で行っていたが、年齢による切れ
目のない支援体制や健康分野、介護分野の包括的な支援体制を構築するため、令
和２年度に３課でプロジェクトチームを設置し、既存事業との調整や、連携体制
を協議し、令和３年度より一体的実施に取り組むこととなった。

⚫ 令和３年度、高齢福祉課内に「健康長寿係」を新設。各種専門職を配置し体制を
整備した。

【健康長寿係】保健師２名、管理栄養士3名、
歯科衛生士1名、理学療法士1名、事務職2名

取組の経緯

⚫ 厚生労働省が住民主体の通いの場を活用したフレイル予防の重要性を提示したことが契機と
なり、フレイル予防の取組を推進・強化することとなった。令和元年度に地域住民、専門職、
民間事業者等で構成された「各務原市フレイルチェック検討委員会」を発足させ、フレイル
チェックの項目や進め方等を検討した。項目等決定後は、「各務原市フレイル予防推進委員
会」へと名称を変更し、フレイル予防事業全体をどのように推進していくかを考える委員会
へと目的を変え、継続している。

一体的実施前からの取組
各務原市マスコットキャラクター ららら

フレイルチェック
大会の様子（青色ビ
ブス着用がフレイル
予防サポーター）

フレイル予防料理教室
の様子

79



岐阜県各務原市

課題・今後の展望

対象者数 参加者数 評価指標 状況（評価結果）

ハ

イ

リ

ス

ク

ア

プ

ロ

ー

チ

低栄養 52人 31人
①体重の維持増加率
②行動目標達成率、10食品群チェックの点数の維持増加率
③翌年度の健診結果【体重】の改善率

①維持増加率：100％（11名が個別相談に参加。うち、7名が6か月間の介入を終了。
また、ほか20名には、電話や訪問にて助言を実施。）

②目標達成率：57.1%、10食品群チェックの点数の維持増加率：100％
③令和6年度末に評価予定

口腔 14人 8人
①口腔機能項目改善率
②翌年度のフレイルチェック結果【口腔機能】の改善率

①改善率：66.7％（3名が個別相談に参加し、3か月間の介入を終了。また、ほか5名
には、電話や訪問にて助言を実施。）

②令和6年度末に評価予定

身体的
フレイル

29人 24人
①運動機能項目改善率
②翌年度のフレイルチェック結果【運動機能】の改善率

①改善率：100%（2名が個別相談に参加。うち、1名が3か月間の介入を終了。また、
ほか22名には、電話や訪問にて助言を実施。）

②令和6年度末に評価予定

重症化予防
（糖尿病性腎症）

中断者25人
未治療者3人

中断者15人
未治療者2人

①勧奨後の病院受診率
②翌年度の健診結果【HbA1c】の改善率

①中断者の受診率：36％、未治療者の受診率： 66.7％
②令和6年度末に評価予定

重症化予防
（その他生活習
慣病）

170人 56人
①勧奨後の病院受診率
②翌年度の健診結果【血圧・腎機能・脂質】の改善率

①受診率：12.9％
②令和6年度末に評価予定

健康状態不明
者対策

56人 46人

①当該年度健診受診率
②医療・介護サービスが必要と判断された者のうち、適切な

サービスへの接続率
③翌年度の健康状態不明者の数

①健診受診率：6.9%、口腔健診受診率：3.4%

②サービス接続率：66.7％
③令和6年度末に評価予定

ポ

ピ

ュ

レ

ー

シ

ョ

ン

ア

プ

ロ

ー
チ

健康教育・
健康相談

-
延べ1,658人
実施数96回

①各事業の参加者数

①通いの場等におけるフレイル予防講話：延べ1,346人
フレイル予防サポーター養成研修：27人
フレイル予防アドバンスサポーター養成研修：25人
フレイル予防料理教室：延べ44人
フレイル予防講演会：90人
フレイル予防講座：延べ126人

フレイル状態
の把握

-
延べ1,425人
実施数82回

①各圏域におけるフレイルチェックの参加率
②フレイルチェック結果の維持改善率

①北部西：3.7％、西部：5.6％、北部東：5.5％、中部：7.0％、東部：3.2％、
南部：1.4％、川島：1.8％

②『フレイル』認知度55％、後期高齢者の質問票における維持改善率：60％、
からだ測定における維持改善率：12.5％。

気軽に相談でき
る環境づくり -

チラシ送付

94か所
①フレイルチェックへの参加団体の割合 ①参加団体の割合：41.5%

事業結果と評価概要（令和５年度結果）

市民が自分自身の健康状態を把握し、フレイル予防に取り組めるよう、様々な媒体を活用し周知していく。また、市民の互助の力を養うため、
フレイル予防サポーター養成を行ってきたが、今後はサポーターが主体的に活動できるよう、フレイル予防アドバンスサポーターを養成するなど、体制を整えていきたい。ハイリスクア
プローチでは、様々なメニューを設けてきたが、今後は服薬指導の事業も実施していけるよう検討していく。
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岡山県 高梁市 ーオーラルフレイル予防に重点を置いた一体的実施の取組ー

市 の 概 況 ( 令 和 ５ 年 4 月 1 日 時 点 )

人 口 27,358人

高 齢 化 率 42.58％

後 期 被 保 険 者 数 6,867人

日 常 生 活 圏 域 数 7圏域

健康づくり課

健幸長寿課

地域医療連携課

企画・調整担当

高齢者福祉・介護保険担当

⚫ 庁内連携
健康づくり課、健幸長寿課、地域医療
連携課、地域包括支援センターが目的
や課題を共有し役割分担をしている。

⚫ 大学との連携
市内の吉備国際大学と連携して、地域
の通いの場に出向き、体力測定を実施
し、フレイル評価の調査・分析を行っ
ている。

⚫ 歯科医師会との連携
高梁歯科医師会と令和３年度から口腔
の取組に向けて相談を開始。
オーラルフレイル予防事業で市内の歯
科医療機関と連携し診療情報を参考に
保健師が口腔ケアの指導を行っている。

企画調整・関係機関との連携

実施体制

健康保険・医療担当

取組の経緯

⚫ 健康状態不明者対策
地区担当保健師が７５歳以上で１年以上健診・医療・介
護・福祉の利用がない人を抽出し、後期高齢者の質問票
と口腔機能チェックシート・咀嚼力判定チェックを行い、
健康状態等を把握する。必要に応じて健診・医療機関
の受診勧奨を行う。

⚫ 口腔
通いの場の健康教育または健康状態が不明な高齢者へ
の訪問でオーラルフレイルハイリスクと判定された人
に対し、地区担当保健師が全数状況を把握し、初回と
６か月後の２回、訪問指導を実施。
初回訪問時
生活状況を把握し、口腔機能体操等必要に応じた保健
指導を実施する。
歯科受診が必要な人に対しては、情報提供書「高齢者口腔
機能状況」を発行し、本人が受診した歯科医療機
関から「オーラルフレイル予防医療連絡票」を返信し
てもらう。
2回目訪問時
歯科受診状況を確認し、再度、後期高齢者の質問票と
口腔機能チェックシート・咀嚼力判定チェックを行い、評
価する。

   

ハイリスクアプローチ

⚫ 健康教育・健康相談(口腔)
地区担当保健師と歯科衛生士が市内で口腔機能に重
点を置いた健康教育をグループごとに２回実施。

   対象は自宅や公民館などで自主的にロコモ予防体操
を実施している体操グループと、６５歳以上の虚弱
な高齢者を対象としたミニデイサービス。
１回目：集団チェック

   後期高齢者の質問票と口腔機能チェックシート・咀
嚼力判定チェックを行い、オーラルフレイルをテー
マに健康教育・健康相談を実施。

   また、唾液腺マッサージやパタカラ体操を実践し、
通いの場や自宅で定期的な取組を指導している。
チェックシートでハイリスク判定された方に対して
は保健師が個別訪問しハイリスクアプローチへ繋げ
ている。
２回目（６か月後）：アフターフォロー
１回目と同じチェックシート等を使い、口腔体操等
日々の取組の成果を個々に確認してもらう。あわせ
て、フレイル予防、生活習慣病予防について啓発を
行う。

ポピュレーションアプローチ

地域包括支援センター

庁内で医療・介護・保健・福祉の関係課が集まり地域全体で高齢者を支える仕組みや高齢者自身の自立等について本市の課題を共有した。これをもとに、「健康寿命

の延伸」と「後期高齢者医療を持続可能な仕組みとするための医療費の適正化」を目標として、庁内関係課、地域の関係機関・団体と連携して高齢者の健康管理や介護

予防を一体的に実施していくための体制を構築した。令和２年度に健康状態が不明の高齢者を訪問し、口腔機能に課題がある高齢者が多いことを把握した。高額レセプ

ト発生疾患は「誤嚥性肺炎」が上位を占めていることから、令和４年度から歯科医師会と連携し、重点的にオーラルフレイルの取組を推進している。

介護予防・地域包括ケア担当

高梁市健康づくりイメー

ジキャラクター まつ姫

吉備国際大学

高梁歯科医師会
(市内歯科医療機関）庁外連携

庁内連携

フレイル評価の調査・分析

市内関係機関

口腔の取組で連携・協力
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岡山県 高梁市

事業結果と評価概要（令和５年度結果）

課題・今後の展望

取組 対象者数 参加者数 評価指標 状況（評価結果）

ハイリスク
アプローチ

健康状態不明者対策
抽出人数
１０１人

介入人数
９７人

①健診を受診した人数
②医療(医科・歯科）・介護サービ
スに繋がった人数
③口腔機能チェックシート・後期
高齢者の質問票の改善状況

①介入後健診受診 ６人(6.2%)

②介入後医療機関を受診(歯科以外)19人(19.6%)

介入後歯科医療機関を受診 15人(15.5%)

介入後介護サービスへ繋がった 15人(15.5%)

③全体的な評価 維持：44人(45.4%) 改善：21人
(21.6%) 悪化:11人(11.3%)

口腔
ハイリスク者

５９人
５９人

①歯科受診した人数
②口腔機能チェックシートより
オーラルフレイルリスク者の変化
③要介護認定の状況

口腔ハイリスク者59人に訪問または面談
①歯科受診 新規４人、継続受診23人 合計27人
②口腔機能チェックの各項目で改善が見られた。
③要介護認定者１名（R6.3末時点)

ポピュレー
ション
アプローチ

健康教育・健康相談
通いの場での

実施回数
２９回

参加者
（延べ）
７１４人

①参加者数・率
②ハイリスクアプローチに繋いだ
人数
③口腔機能チェックシート・後期
高齢者の質問票の改善状況
④口腔機能向上への体操・マッ
サージ等の定例実施状況と個人実
践状況
⑤フレイル該当者数

①参加者数：実390人、延714人 参加率5.7%

②ハイリスクアプローチに繋いだ人 59人
③口腔機能チェックシート・咀嚼力等の改善者の
割合は各項目で改善の必要性がある。
④パタカラ体操実施者、唾液腺マッサージ実施状
況 共に増加している。
⑤フレイル該当者 61人（16%）

プレフレイル該当者 227人（59%）

【自由記載欄】
地域包括支援センターが実施する生活支援体制整備事業の一環で毎年１～２回ほど地区の課題を話し合う地区ミーティングが開催されており、市の保
健師が参加している。地区ミーティングでは、地域の健康課題や生活支援に関する課題、ニーズを共有しサービスや仕組みづくりに繋げている。

・事業実施を通じて、保健師が地域の高齢者の生活実態を把握する機会となり、ケース支援を通じ、医療・介護・福祉各分野の制度理解に繋がり、関係機関と
連携を取りやすくなったことは一体的実施の一つの成果と考えている。市の取組の特長であるきめ細やかな対応を維持しつつ、関係各課や医療機関等と連携し
て事業を継続していく予定である。

・ＫＤＢによる分析、データヘルス計画による分析結果から、フレイル予防に加え生活習慣病重症化予防の取組について、国保から後期高齢へ途切れることな
く継続的に実施できる体制を整える必要がある。
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高知県南国市 ーわたしの望む生活が続けられるまちづくりを目指してー
～セルフマネジメントによる健康づくりを推進～

市の概況 ( 令和６年 4 月 1 時点 )

人 口 45,886人

高 齢 化 率 31.9％

後 期 被 保 険 者 数 8,371人

日 常 生 活 圏 域 数 １圏域

⚫ 地域包括支援センター
保健師の他理学療法士や作業療法士等専門職が常勤しているため、各種
事業や会議、企画等で情報共有や事業実施時に連携協力している。

⚫ 土佐長岡郡医師会
事業計画や取り組み等を説明し、助言を受けている。

⚫ 地域リハビリテーション連絡会
市内リハビリ専門職の地域支援事業全体への参画を促進するためネット
ワーク形成の地盤づくりとして、令和５年度から地域包括支援センター

    が窓口となり、定期的に開催している。

企画調整・関係機関との連携

実施体制

取組の経緯

⚫ 糖尿病性腎症重症化予防
⚫ 健康状態不明者対策

後期高齢者質問票を事前通知し、返信の有無に関わらず訪問し、質問票
から見えない背景等の情報把握に努めている。
また、保健部門の保健師と地域包括支援センターの保健師が同行訪問。
必要に応じて民生委員や生活支援コーディネーターとも情報共有を行っ

    ている。

ハイリスクアプローチ

⚫ 気軽に相談できる環境づくり
市健康イベントや商業施設と連携し、専門職と市民サポーターが協力して、

 フレイルチェック体験や健康相談会を実施している。令和６年度は、オー
ラルフレイル啓発をテーマとし、フレイルサポーターによるフレイル測定
の他、歯科衛生士による健康相談、管理栄養士とヘルスメイトによる食啓
発イベントを同時開催した。

⚫ 介護予防デジタルポイント事業（以下、「のぞポ」）との連携
別事業で取り組んでいる「のぞポ

（わたしの望む生活応援ポイント）」
と一体的実施事業において、連携を

    図っている。のぞポは市内の65歳以
上を対象に、セルフマネジメントに
よる健康づくりを目的として、健康
習慣や社会参加促進につながる活動
に対しポイントを付与する仕組みで
あり、予防行動を継続してもらえる

    よう、出張窓口等にて普及啓発に取
り組んでいる。

ポピュレーションアプローチ

⚫ 長寿支援課と地域包括支援センターで、令和３年度からフレイルサポーターを養成し、通いの場等参加者へのフレイルチェック等を開始した。また、令和
４年度から健診、医療、介護、通いの場未参加者の75歳以上にアウトリーチ支援を開始した。

⚫ 介護予防事業は新規取り組み等で先行する中で、医療、介護、保健の情報や事業等支援は庁内各部署でうまくつながっていないため仕組みづくりを目的に、
定期的に検討会議を実施し、一体的に実施する枠組を構築した。

南国市PRキャラクター
シャモ番長

長寿支援課

市民課国保係

保健福祉
センター

企画・調整担当

地域包括支援
センター

フレイルサポーター ヘルスメイト

介護予防 保健事業

連携・協力

連携・協力

委託

社会福祉協議会に委託
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⚫ ハイリスクアプローチ

⚫ ポピュレーションアプローチ

事業結果と評価概要（令和５年度結果）

課題・今後の展望

取組区分 対象者数 参加者数 評価指標 状況（評価結果）

健康状態不明者 138 64
・健康状態が把握できた件数
・必要なサービスに接続できた件数
・健診を受診した者の数

●健康状態が把握できた件数：64人
・資格喪失、医療・介護サービス利用等で訪問除外した者の数：52人
・家族他関係者から把握した者 ：2 人
・本人、家族にも会えない、生活実態がつかめない人：10人

（内、4人は返信アンケートで把握済）

●面談した者のうち、必要なサービスに接続した数：6人
●抽出者のうち健診を受診した者の数：５人

・令和５年度から令和６年度にかけて、理学療法士、作業療法士とフレイルサポーターでフレイル予防体操を作成した。
・フレイルサポーターやヘルスメイト等の市民ボランティア団体と専門職が協力し、勉強会等で交流。フレイルサポーターは介護予防事業管轄、ヘルスメイトは保

健事業管轄であり別々で活動していたが、フレイル予防啓発という共通テーマで専門職と市民ボランティア団体がポピュレーションアプローチを推進していくこ
とを目指す。

⚫ 楽しみながら予防行動が継続でき、生活にもつながる健康ポイント事業について、１人でも多くの65歳以上の市民が利用するよう普及啓発を行う。引き続き、情報
発信、データ活用、セルフマネジメント力向上等ポピュレーションアプローチのひとつとして活用を推進する。

⚫ 専門職は、ポピュレーションアプローチにおいて、市民参加型の健康づくりとして市民サポーターが主体的、継続的に活動していけるよう伴走後方支援し、ハイリ
スクアプローチにおいて丁寧に支援を強化していく。地域分析の共通指標として後期高齢者質問票を通いの場の参加有無で比較する等フィードバックできるよう活
用していく。

高知県南国市 ーわたしの望む生活が続けられるまちづくりを目指してー
～セルフマネジメントによる健康づくりを推進～

取組区分
通いの場
（実績）

参加者数
（累計）

評価指標 状況（評価結果）

健康教育・健康相談 ４ 39
・参加者率
・実施できた箇所数
・必要な支援に繋いだ人数

・参加者率については母数の根拠が不明確のため未集計とした。
・実施できた箇所数：４箇所
・必要な支援につないだ人数 0人
・事業に対する担当者間の認識理解、受け入れ調整等に時間を要した。

その他複合的取組 ２ 218
・参加者数
・情報提供等健康相談、保健指導を行った人数
・必要な支援に繋いだ人数

・参加者：218人
・情報提供等健康相談、保健指導を行なった人数：63人
・必要な支援に繋いだ人数：0人
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2021年4月1日

九州厚生局における各種取組み

九州厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課
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〇 目的
管内における地域共生社会の実現に向けた市町村等の取組の更なる推進を図ること

〇 検討事項
地域共生社会の実現に向けた市町村等の取組への具体的な支援策の検討

※ 優良事例の表彰、アドバイザーの登録・派遣 、セミナーの開催、取組事例サイトの運営 等

〇 開催実績
第１回 令和元年５月開催、第２回 令和２年１月開催、第３回 令和３年12月開催、

 第４回 令和４年12月開催、第５回 令和５年12月開催、第６回 令和６年11月開催

＜構成員＞

自治体

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、佐賀県多久市

医療･介護･福祉関係団体

福岡県医師会、宮崎県歯科医師会、熊本県薬剤師会、長崎県看護協会、

大分県手をつなぐ育成会、福岡県社会福祉協議会、九州障害者支援施設

協議会

有識者（敬称略）

NPO法人抱樸理事長 奥田 知志

佐賀県後期高齢者医療広域連合事務局長 馬場 文則

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域医療学 教授 永田 康浩

特別養護老人ホーム白寿園施設長 鴻江 圭子

 「九州厚生局地域共生社会推進会議」の設置

会議の様子
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「第６回 九州厚生局地域共生社会推進会議」の開催

九州・沖縄管内における地域共生社会の実現に向けた市町村等の取組の支援を進めることを目的とし

て、令和6年11月25日に第6回九州厚生局地域共生社会推進会議を開催。

＜第６回 九州厚生局地域共生社会推進会議＞

◆ 日 時 令和6年11月25日（月）13：00～15：00 オンライン開催（Zoom）

１．九州厚生局長挨拶

２．地域共生社会の実現に向けた施策の動向と都道府県への期待
（厚生労働省社会 ･援護局地域福祉課地域共生社会推進室）

３．意見交換等（その１）

４．地域共生社会の実現に向けた取組事例等の紹介（各構成員）

◆ プログラム 資料：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/kyosei_kaigi6.html

５．九州厚生局における主な取組について

６．意見交換等（その２）
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（１）表彰の実施

地域の実情に応じた優れた取組を行っている自治体・事業者の公募を行い、九州厚生局長表彰を実
施し、その取組を幅広く紹介することによる横展開を推進。

（２）アドバイザーの登録・派遣

地域の実情に応じた優れた取組を行っている市町村・事業者の職員や有識者をアドバイザーとして
登録し、九州・沖縄管内の支援を希望する市町村等に対して、それぞれの課題に即したアドバイザー
を派遣することによる支援を実施。

（３）セミナー等の開催

各事業の自治体関係者、医療・介護・福祉等事業者等が参加するセミナー・フォーラム・研修会を
開催し、それぞれが抱える課題解決に向けた意見交換やノウハウなどの情報共有の場として提供。

（４）取組事例サイトの運営
地域の実情に応じた優れた取組を行っている市町村・事業者の事例収集を行い、九州厚生局ホーム

ページの取組事例サイトに、各事例を掲載することによる横展開を推進。

○ 地域包括ケアシステム、生活困窮者支援、障害者の地域生活支援、高齢者の保健事業と介護予防

 の一体的実施などの事業について、各県等と連携しつつ、①表彰の実施、②アドバイザーの登録・

 派遣、③セミナー等の開催、④取組事例サイトの運営により、優良事例・ノウハウの横展開を推進

 し、市町村等の取組を支援。

優良事例・ノウハウの横展開の推進
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（１）地域共生社会推進賞

地域共生社会の実現に向けた取組が先駆的又は他の模範となるものであり、今後も継続して努力していくものと認め
られる管内の市町村や団体について、その取組を広く紹介し、その横展開を推進するため、２年に１度、「地域共生社
会推進賞」として九州厚生局長表彰を実施しております。

令和７年度は九州厚生局長表彰の実施年度です。ぜひ応募してみませんか。
※九州厚生局のホームページ及び九州各県において募集案内を行っております。詳しくは下の「お知らせ」をご覧ください。

担当者のみなさま
そのお悩み、アドバイザーにお任せください！

〇〇の取り組みは大変すばらしいのでもっと他の地域に
も知ってほしい！などありましたら、ぜひ応募の後押し
もお願いします！

【問い合わせ先】
九州厚生局健康福祉部

地域包括ケア推進課
電話：092-432-6784
Mail：kskousei169@mhlw.go.jp

受賞者等による集合写真

現在、第３回「地域共生社会推進賞」の募集を行っております！
（応募は令和7年7月11日（金）まで）

表彰を受けることにより、取組の認知度の拡大やモチベーションのアップにより、
今後の取組に更なる広がりが出てくるのではないかと考えております。皆様の地域
の取組についてぜひ応募してみませんか。また、他の地域の取組についても、応募
の後押しをいただけますと幸いです。詳しくは▼

お知らせ

（参考）＜令和５年度 九州厚生局長表彰選考結果＞【市町村部門】（表彰数：３）

 大 賞 ･･･ 熊本県御船町（地域づくり型の介護予防活動と健康格差対策の推進）

 優秀賞 ･･･ 福岡県中間市（認知症 なかまで備え 支え合うプロジェクト）

 部門賞 ･･･ 佐賀県武雄市地域包括支援センター（地域包括ケアシステム拠点整備事業

及び地域包括ケアシステム拠点運営継続支援事業）

【団体部門】（表彰数：３）

 大 賞 ･･･小国町社会福祉協議会(誰もが暮らしやすい街をつくりたい～サポートセンター悠愛の地域課題への取組～）

 優秀賞 ･･･西原町社会福祉協議会（コミュニティソーシャルワーク事業）

 部門賞 ･･･出水市大川内地区コミュニティ協議会（あの手この手で住み続ける地域住民を応援する取組）

各受賞者の発表資料はこちら ▷【九州厚生局HP】 URL:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/newpage_00259.html

【QRコード】

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/newpage_00761.html

【QRコード】
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○アドバイザー派遣概要（流れ）

①

②

③

④

⑦

⑤

⑥

令和元年度より、九州・沖縄管内の地域包括ケアシステムの深化推進及び地域共生社会の実現に向け
た支援を希望する市町村・県・社会福祉協議会等（以下「市町村等」という。）に対して、課題に即し
たアドバイザーの派遣を実施。

○アドバイス項目

 （1）サービス・活動事業

 （2）一般介護予防事業

 （3）地域ケア会議

 （4）在宅医療・介護連携推進事業

 （5）認知症総合支援事業

 （6）権利擁護（成年後見・介護相談員等）

 （7）生活支援体制整備事業

 （8）地域共生社会関係

 （9）その他  

○アドバイザー登録者数

１５人（令和７年４月現在）

○申請方法等

九州厚生局ホームページでご確認ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/caresystem/adv
iser_00001.html

市
町
村
等

ア
ド
バ
イ
ザ
｜

九
州
厚
生
局

申込

依頼

報告

アドバイス依頼

決定

承諾

助言等

（２）九州厚生局地域包括ケアシステム等アドバイザー派遣事業
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（２）令和６年度 九州厚生局地域包括ケアシステム等アドバイザー
派遣実績一覧

派遣月 派遣先 イベント名 派遣アドバイザー

R6年6月 福岡県宗像市 第１回相談支援機関相談員会議
「重層的支援体制整備事業」アドバイザー

梅本政隆氏（株式会社地域創生Coデザイン研究所ポリフォニッ
クパートナー）

R6年7月 熊本県菊池市 令和6年度第1回菊池市高齢者地域見守りネットワーク連絡会
「地域包括ケア全般」アドバイザー
山内強氏（元九州厚生局地域包括ケア推進課課長）

R6年８月
㈱ラボラトリオ（福岡
市オレンジパートナー

ズ運営支援業務）

令和６年度 第２回ＮＥＸＴミーティング
（認知症に関する勉強会）

「認知症総合支援事業」アドバイザー
猿渡進平氏（医療法人静光園白川病院地域医療連携室長）

R6年9月 大分県 令和６年度在宅医療・介護連携コーディネーター養成研修
「在宅医療・介護連携推進事業」アドバイザー
坂上陽一氏（公益社団法人肝属郡医師会肝属郡医師会立病院地域
医療室長）

R６年10月 鹿児島県鹿屋市 鹿屋市福祉まつり
「地域包括ケア全般・地域共生社会」アドバイザー
山内強氏（元九州厚生局地域包括ケア推進課課長）

R6年10月 福岡県宗像市 第２回相談支援機関相談員会議
「重層的支援体制整備事業」アドバイザー

梅本政隆氏（株式会社地域創生Coデザイン研究所ポリフォニッ
クパートナー）

Ｒ６年９月～
Ｒ７年２月

鹿児島県徳之島町 【保険者機能強化支援事業】伴走型支援（徳之島町）
「生活支援体制整備事業」アドバイザー
宮田太一郎氏（社会医療法人関愛会法人本部地域福祉推進室地域
福祉推進室長(元大分県国東市第１層SC))

R7年2月 鹿児島県 令和6年度鹿児島県在宅医療・介護連携推進事業研修会
「在宅医療・介護連携推進事業」アドバイザー
坂上陽一氏（公益社団法人肝属郡医師会肝属郡医師会立病院地域
医療室長）

R７年３月
医療法人社団 豊永会
飯塚記念病院（福岡県
認知症医療センター）

令和６年度 福岡県認知症医療センター認知症啓発研修会 

第４回一般市民＆専門職向け研修会（一般市民向け）

「認知症総合支援事業」アドバイザー
猿渡進平氏(医療法人静光園白川病院地域医療連携室地域医療連携
室長)
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（３） 九州厚生局地域共生セミナーについて

九州厚生局では、これまで、他省庁（国土交通省、農林水産省）の地方支分部局と連携し、自治体や福祉関係事業者等

に対して、好取組事例の紹介や厚生労働省及び他省庁の関連施策等に関する情報提供などを通じて、自治体等への支援を

目的としてセミナーを開催しており、令和６年度においても以下のとおり開催した。

＜セミナーの様子＞

農福連携 （農林水産省九州農政局との連携）

（開催日）令和６年７月２３日（火）１３：００～１６：３０ オンライン（Zoom）

（目 的）障害者の自立した生活の支援や高齢者の健康・生きがいづくりには、多様な就労の場等を確保する必要があります。そのため、農福連携の意義・現
状等や厚生労働省及び農林水産省の支援策等を知っていただくとともに、障害者等について、先進的に取り組んでいる農福連携の事例を紹介すること
により、農業分野における障害者等の就労の場等を創出することを目的に開催

（対象者）県職員、市町村職員、社協職員、福祉関係事業者及びその他関係事業者 等

（プログラム）行政説明（九州厚生局 地域包括ケア推進課、農林水産省 九州農政局 都市農村交流課）、基調講演（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構（通称：農研機構）西日本農業研究センター 研究員 中本 英里 氏）、事例報告（一般社団法人THECHALLENGED（福岡県久留米市）、社
会福祉法人出島福祉村（長崎県長崎市））、グループワーク

（参加者数）５０名（接続数）

【農福連携】農業と福祉が連携し、障害者等の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに障害者等の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現す
る取組です。厚生労働省は農林水産省と連携してこの取組みを推進しています。

事例報告者による講演②基調講演者による講演 事例報告者による講演①

資料：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/newpage_00283.html#r6_noufuku
フォトレポート：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/photo/r60723_00001.html
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（３） 九州厚生局地域共生セミナーについて

＜セミナーの様子＞

居住支援 （国土交通省九州地方整備局との連携）

事例報告者による講演① 事例報告者による講演②基調講演者による講演

「居住支援」とは？ 法令上、または何らか公式に定義されていないが、私見としては…
①入居前、入居後、死後といった支援対象者が置かれた時間軸を支援者が共有し、
②アセスメントを深めながらそれぞれの段階において賃貸人、支援対象者が必要とする支援を関係機関・団体等が連携
しながら実践することにより、
③住宅の供給又は喪失の予防と安定的でつながりのある地域生活との一体的実現を図るものである。

（出典）令和６年度第２回九州厚生局地域共生セミナー基調講演資料

（開催日）令和６年９月１９日（木）１３：００～１６：３０ オンライン（Zoom）

（目 的）地域共生社会の実現に向け、居住支援に係る体制構築は重要な課題として位置づけられます。そのため、当セミナーにおいて、国の施策等や、既に
各地で居住支援に取り組んでいる団体の取組事例を紹介することにより、高齢者や低所得者、障害者などの住宅確保要配慮者に対する居住支援を推進
することを目的として開催

（対象者）県職員、市町村職員、社協職員、福祉関係事業者、不動産関係事業者、その他関係事業者 等

（プログラム）行政説明（厚生労働省社会・援護局、国土交通省九州地方整備局建政部）、基調講演（日本大学文理学部社会福祉学科教授 白川泰之氏）、事例報
告（久留米市居住支援協議会、久留米市居住支援協議会）、グループワーク

（参加者数）１２６名（接続数）

資料：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/newpage_00283.html#r6_kyoju
フォトレポート：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/photo/r60919_00001.html
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（３） 九州厚生局地域共生セミナーについて

移動支援 （国土交通省九州運輸局との連携）

（開催日）令和７年２月２８日（金）１３：００～１６：３０ オンライン（Zoom）

（目 的）高齢化が進展している中、買い物や通院等への移動手段の確保がますます重要な課題となっています。また、移動手段の確保は、高齢者の社会参加

の機会の確保にも繋がることから、介護予防の観点からも重要な課題と言えます。そのため、当セミナーにおいて、国の施策の紹介や、基調講演、さら
には既に各地で移動支援に取り組んでいる団体の取組事例を紹介することにより、多様な主体が参画する、支え合いによる移動支援を推進することを目
的として開催

（対象者）県職員、市町村職員、社協職員、移動支援に関心がある団体関係者、その他関係者 等

（プログラム）行政説明（九州厚生局 地域包括ケア推進課、国土交通省 九州運輸局 交通政策部 交通企画課）、基調講演（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
株式会社 社会政策部 部長・主任研究員 鈴木 俊之 氏）、事例報告（佐世保市社会福祉協議会、国東市社会福祉協議会）、グループワーク

資料：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/newpage_00283.html#r6_idou
フォトレポート：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/photo/r70228_00001.html

（参加者数）１８１名（接続数）

＜セミナーの様子＞

基調講演者による講演 事例報告者による講演① 事例報告者による講演②
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（３）九州・沖縄地域共生社会推進フォーラムの開催

令和７年１月10日に、九州・沖縄地域の市町村における地域共生社会の実現に向けた取組を加速さ

せることを目的に、九州・沖縄管内の県職員・市町村職員・社協職員等を対象とした「九州・沖縄地域

共生社会推進フォーラム」を開催。

＜九州・沖縄地域共生社会推進フォーラム＞

◆ 日 時 令和7年1月10日（金）13：30～16：30 オンライン開催（Zoom）

◆ 対象者 九州厚生局管内の県職員・市町村職員・社会福祉協議会職員等

１．九州厚生局長挨拶

２．行政説明 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

認知症総合戦略企画官 遠坂佳将 氏

３．基調講演 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授 堀田聰子 氏

４．シンポジウム

①取組紹介 鹿児島県錦江町地域包括支援センター 本村貴浩 氏、医療法人静光園白川病院 猿渡進平 氏、
特別養護老人ホーム 白寿園 鴻江圭子 氏、全国認知症本人大使「希望大使」・大分県認知症希
望大使 戸上守 氏

◆ プログラム

②意見交換及び討論
ファシリテーター：（基調講演者）堀田聰子 氏
シンポジスト ：（取組紹介者）本村貴浩 氏、猿渡進平 氏、鴻江圭子 氏、戸上守 氏

（行政説明者）遠坂佳将 氏

（参考）参加者数：１２４名（接続数）

◆ テーマ 認知症の本人とともに、暮らしやすい地域をつくろう ～共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行を受けて～

意見交換及び討論の様子

資料：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/newpage_00523.html

 フォトレポート：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/photo/r70110_00001.html
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（４） 市町村等視察

○ 地域包括ケアシステムの構築及び地域共生社会の実現に寄与する、九州厚生局管内の優良な取組

事例の横展開を図るため、自治体等に積極的に視察を行っています。

視察先 取り組み内容

①宮崎県都城市（デイサービス遊癒） イオン内で展開されるデイサービスと買い物支援の効果的な取組

②熊本県高森町 要介護認定率の減少につなげる通いの場等を活性化させる取組

③福岡県福岡市
（福岡市認知症フレンドリーセンター）

認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるまちを
目指して

④宮崎県三股町
【一般介護予防事業】ポピュレーションアプローチを体現した、みまた
フィットネス教室「ぴしゃトレ」について

【令和６年度視察先】

1196



（４） 取組事例サイトの運営

地域包括ケアシステムの構築及び地域共生社会の実現に寄与する優れた取組を行っている市町村・事

業者等の事例について、その取組を広く紹介するため、九州厚生局ホームページに取組事例サイトを運

営 【取組事例サイト】（https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/caresystem/caresystem_kyosei_torikumi.html）
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その他参考情報

1398



参考情報

〇老人保健健康増進等事業
高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業に対して補助を行い、老人保健福祉

サービスの一層の充実や介護保険制度の基盤の安定化に資することを目的とする補助金事業です。
令和６年度は、九州厚生局管内において以下の２件の事業が実施されました。

・事業実施事業者名：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
・事業名：地域包括支援センターにおけるICTの導入促進のあり方に関する調査研究
・事業概要：ICT 導入の効果検証、センター職員への効果的な情報提供の在り方の検討、ICT 導入における課題と対応策の整理 等

・事業実施事業者名：一般社団法人人とまちづくり研究所
・事業名：認知症施策推進のための広域的支援に関する調査研究事業
・事業概要：九州厚生局管内各県の認知症施策の概要や市町村支援等について調査したうえで、賛同が得られた県において市町村の

伴走型支援を含むモデル事業等を行い、それらの経過及び成果をもとに、市町村支援の考え方、伴走型支援の担い手と
なるアドバイザーの役割、支援のプロセス、手法等を整理する 等

上記２事業に係る実績報告書につきましては▼のリンク先からご覧ください。
【九州厚生局HP】https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/newpage_00770.html

〇九州厚生局公式Ｘ（旧Twitter）の開設

九州厚生局では、X（旧Twitter）の公式アカウントを開設し、SNSを活用した広報活動を実施しております。

セミナーの開催情報など皆様の今後の業務にお役立ていただけるような情報を随時投稿してまいりますので、お昼のランチタイム
などお時間がありますときにぜひお読みいただけますと幸いです！

皆様､ぜひフォローをよろしくお願いいたします！

アカウントURL：https://x.com/MHLW_kyushu
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